
 公　募　公　告

 　下記のとおり公告に付します。

   令和８年４月20日

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　支 出 負 担 行 為 担 当 官

                                             　　　　　    警察庁長官官房会計課理事官

 重成　麻利

 

 記

 

 １．公募に付する事項

　　本業務は 「第56回全国白バイ安全運転競技大会の大会会場借上等」について、下記「２．公募に参加、

する者に必要な資格等に関する事項」の要件を満たし、契約予定者以外に本業務の実施を希望する者を確

 認する目的で、参加意思確認書の提出を招請するものである。

　　なお、公募の結果、応募要件を満たすと認められる申込者が１者以上あれば競争入札を行うものとし、

 当該申込者がなければ随意契約を行うことを予定している。

 

 ２．公募に参加する者に必要な資格等に関する事項

 （１）予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

　　　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同

 条中、特別の理由がある場合に該当する。

 （２）予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

（３）令和７・８・９年度内閣府競争参加資格（全省庁統一資格 「役務の提供等」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤの）

 等級に格付けされている者であること。

 （４）警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

（５）警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国

 発注業者等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

 

 ３．公募手続等の問合せ先及び参加意思確認書の提出期限等

 （１）担当部局　

 　　　東京都千代田区霞が関２－１－２

 　　　中央合同庁舎２号館内　警察庁交通局交通指導課取締企画係

 　　　電話番号　03-3581-0141（代表）

 （２）参加意思確認書の提出期限、場所及び方法                      

 　　　令和８年５月11日（月）　17時00分                  

       上記（１）に同じ。郵送の場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。

 （３）公募参加者は、警察庁担当者が求める説明及び文書の提出に、速やかに対応すること。

 

 ４．参加意思確認書等の無効

 　　本公告に示した公募に参加する者に必要な資格のない者の参加意思確認書等は無効とする。

 

 ５．その他

 （１）手続において使用する言語

       日本語に限る。

 （２）関連情報を入手するための照会窓口

 　　　上記３（１）に同じ

 （３）資格等に関する書類は返還しない。



 

 

 参加意思確認書

 

 

                                     　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

 

 

   　支出負担行為担当官

 　　　警察庁長官官房会計課理事官　殿

 

 

                                       住　　所

 

                                       会 社 名

 

                                       代表者名

 

 

　 「 」 の 事 項 に 係 る 参第56回全国白バイ安全運転競技大会の大会会場借上等

 加 意 思 確 認 資 料 に つ い て 、 下 記 の 書 類 を 添 え て 申 請 し ま す 。

　な お 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 70条 及 び 第 71条 の 規 定 に 該 当 し な

い 者 で あ る こ と 、 警 察 庁 か ら 指 名 停 止 の 措 置 を 受 け て い る 期 間 中

の 者 で な い こ と 及 び 警 察 当 局 か ら 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 が 実 質 的

に 経 営 を 支 配 す る 事 業 者 又 は こ れ に 準 ず る 者 と し て 、 国 発 注 業 務

等 か ら の 排 除 要 請 が あ り 、 当 該 状 態 が 継 続 し て い る 者 で な い こ と

並 び に 添 付 書 類 等 の 内 容 に つ い て は 事 実 と 相 違 い な い こ と を 誓 約

 し ま す 。

 

                                       記

 

 

  ・ 年度内閣府競争参加資格（全省庁統一資格）令和７・８・９



 

 

 

 

 公　募　説　明　書
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 警 察 庁 長 官 官 房 会 計 課



 

 項 目 及 び 構 成

 

 

 

 　１　公募に付する事項

 　２　調達内容

 　３　参加資格

 　４　参加申込要領

 　５　参加申込者の義務

 　６　参加意思確認書の提出期限等

 　７　その他

 

   別紙－１　　　　契約書（案）及び仕様書

 　別紙－２　　　　参加意思確認書

 　別紙－３　　　　提出資料一覧表

 　別紙－４　　　  暴力団排除に関する誓約事項



 １　公募に付する事項

　本業務は、 であり、下記参加資格第56回全国白バイ安全運転競技大会の大会会場借上等

を満たし、本業務の実施を希望する者がいるか否かを確認する目的で、参加意思確認書の提

 出を招請するものである。

 

 ２　調達内容

  (1)　調達件名及び数量

 第56回全国白バイ安全運転競技大会の大会会場借上等　１式

  (2)　調達件名の性質等

 仕様書による

  (3)　契約期間

 契約締結日から令和８年 月13日まで10
  (4)　実施場所

 仕様書による

 

 ３　参加資格

 (1)　予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て

 いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

 (2)　予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3)　令和７・８・９年度内閣府競争参加資格（全省庁統一資格）において 「役務の提供」、

 のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤの等級にそれぞれ格付けされているものであること。

 (4)　警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(5)　警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる

 者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

 (6) この公募説明書及び契約条項等を熟知の上、契約を締結することが可能であること。  
 

 ４　参加申込要領

 (1)  参加申込者に要求される事項

、 、 （ ）（ ）①　この公募に参加を希望する者は 公募公告 公募説明書及び契約書 案 別紙－１

を熟読の上、申し込まなければならない。この場合において、公募説明書等について疑

 義があるときは関係職員の説明を求めることができる。

 　ただし、参加申込締切後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。

 ②　契約書（案 （別紙－１）の内容を遵守できることを前提に申し込みすること。）

③　この公募に参加を希望する者は 参加意思確認書 別紙－２ 及び提出資料一覧表 別、 （ ） （

 紙－３）に基づき書類を作成・準備する。

④　本公告に示した公募に参加資格のない者、提出資料等に虚偽の記載をした者及び５の

 参加申込者の義務を守れなかった者は、当該品目の参加を無効とする。

 ⑤　資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。

⑥　提出された書類を公募参加資格の確認以外の用途で、提出者に無断で使用することは

 ない。

 ⑦　一旦受領した書類は返却しない。

 ⑧　一旦受領した書類の差替及び再提出は認めない。

  (2)　暴力団排除に関する誓約事項

　公募参加者は、参加意思確認書の提出をもって 「暴力団排除に関する誓約事項 （別、 」



紙－４）に誓約したものとする。また、虚偽の誓約若しくは誓約に反することとなったと

 きは、当該者の申込みを無効とする。

 

 ５　参加申込者の義務

(1)  この公募の参加にあたり、警察庁から提供した情報及び仕様書等一切の書類並びにこれ

らに基づいて乙が作成した文書・図面・見本・製品等について、第三者に開示・漏洩して

 はならない。

 (2)  警察庁担当者が求める説明及び文書の提出の要求に対して速やかに対応すること。

 

 ６　参加意思確認書の提出期限等

 (1)  参加意思確認書の提出期限

 令和８年５月11日　17時00分

 (2)  参加意思確認書の提出場所

 〒100-8974　　東京都千代田区霞が関２丁目１番２号

 警察庁長官官房会計課調達係

 電話番号　03－3581－0141（内線）2298

 郵送の場合は、書留郵便とし、提出期限日までに必着すること。

 

 ７　その他

 (1)　契約手続に使用する言語及び通貨

 　日本語及び日本国通貨

 (2)　契約書作成の要否

 　要

 (3)　人権尊重の取組

、「 」入札参加者は 責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン

（令和４年９月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・

 連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。

 (4)　問い合わせ先

 契約に関する事項

 警察庁長官官房会計課調達係

 03（3581）0141　内線2298

 仕様に関する事項

 警察庁交通指導課取締企画係

515303（3581）0141　内線



 別紙－２

 

 参加意思確認書

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

 

 　警 察 庁　殿  
 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 在 地：

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会 社 名：

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名：

 

 

　当社は、令和８年４月20日付け警察庁公告に基づく、下記の件名について、

受注体制が整っておりますので、同公告に記載の内容を承諾の上、指名される

 ことを希望いたします。

 

 記

 

 　　件名　第56全国白バイ安全運転競技大会の大会会場借上等

 

 

 

 　　添付資料：提出資料一覧表



 別紙－３

 

 

 提出資料一覧表
 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提 出 日：

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会 社 名：

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担 当 者 名：

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連 絡 先：

 

 

 １　資格審査結果通知書

 

 



 別紙－４

 

 

 暴力団排除に関する誓約事項
 

 

　当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記事項について参加意思確認書

 の提出をもって誓約します。

　この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなって

 も、異議は一切申し立てません。

、 （ （ 。）　また 貴庁の求めに応じて当方の役員名簿 有価証券報告書に記載のもの 生年月日を含む

ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表）

 等を提出すること 及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します、 。

 

 記

 

 １　次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。

  (1)　契約の相手方として不適当な者

ア　法人等（個人、法人又は団体をいう ）の役員等（個人である場合はその者、法人であ。

る場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう ）の代表者、。

団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同

じ ）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77。

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ ）又は暴力団員（同法第２条第６。

 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ ）であるとき。

イ　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加

 える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

ウ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

 接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

エ　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

 いるとき

 オ　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

  (2)　契約の相手方として不適当な行為をする者

 ア　暴力的な要求行為を行う者

 イ　法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

 ウ　取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

 エ　偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者

 オ　その他前各号に準ずる行為を行う者

 

 ２　暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。

 

３　下請負人等（下請負人（一次下請以降の全ての下請負人を含む ）及び再受託者（再委託以。

降の全ての受託者を含む ）並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締。

結する場合の当該契約の相手方をいう ）が暴力団関係業者であることが判明したときは、当。

 該契約を解除するため必要な措置を講じます。

 

４　暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受

けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約

 担当官等へ報告を行います。



 

 契　約　書（案）
 

　警察庁（以下「甲」という ）と　　　（以下「乙」という ）とは、次のとおり委託。 。

 契約を締結する（以下「本契約」という 。。）

 

 

   １　契約事項      第 56 回全国白バイ安全運転競技大会の大会会場借上等

   ２　委託内容　　　詳細は別添「仕様書」のとおり

   ３　契約金額　　　￥　　　　　　　．－

     　　　　　　    うち取引に係る消費税額及び地方消費税額　￥　　　　　　　　．－

　消費税額及び地方消費税額は、消費税法（昭和 63 年法律第 108

号）第 28 条第１項及び第 29 条並びに地方税法（昭和 25 年法律第

226 号）第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出した額

 である。

   ４　履行期限      契約締結日から令和８年 10 月 13 日

 　　（委託期間）　　

   ５　契約保証金　　徴収免除

 

 

 （目的）

第１条　乙は 本契約書のほか 本契約書に附属する仕様書 図面及び内訳書等 以下 仕、 、 、 （ 「

様書等」という ）に基づき、表記１に規定する契約事項（以下「本件業務」という ）。 。

 を請負い、誠実に履行し甲は、その対価を乙に支払うものとする。

 

 （契約保証金）

第２条　乙は、本契約に関する一切の義務を誠実に履行することを保証するため、表記５

に規定する契約保証金を現金又は国債をもって、本契約締結の際、甲に納めなければな

 らない。

 

 （監督）

第３条 甲は本契約の履行に際し、甲の指定する職員をもって監督に当たらせることがで　

 きる。

 

 （契約金額の支払）

第４条　乙は、委託期間終了後、甲による履行確認を受けた後、表記３に規定する契約金

額（以下「契約金額」という ）を甲に請求するものとする。甲は、乙の適法な支払請。

求書を受理した日から 30 日以内（以下「約定期間」という ）に請求金額を乙に支払う。

。 、 、ものとする ただし 甲が仕様書等又は特記事項において支払条件を別に定めた場合は

 この限りではない。

２　委託期間の中途において本契約が開始又は解除された場合、若しくは乙の責めに帰す

別紙－１



別紙－１

 べき事由により 本業務が履行できなかった場合の料金は次式により算出した額とする、 。

 

                　           １
  　料　金　×  (円未満切り捨て)　×　委託日数

             委託期間の暦日数                                　　　　　　　

 

 （支払遅延利息）　

第５条　甲は、自己の責めに帰すべき事由により、約定期間に契約金額を支払わない場合

　は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し

　契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８

　条の規定に基づき財務大臣が定める率（年の日数は閏日を含む期間についても、365 日

。） 、 。　で換算する を乗じて計算した金額を遅延利息として 乙に支払わなければならない

　ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当

 　該事由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

２　前項の規定により計算した遅延利息の額が 100 円未満であるときは、遅延利息を支払

うことを要せず、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるもの

 とする。

 

 （契約金額の改定）

第６条　経済事情の激変などによって契約金額が明らかに適当でないと認められるとき

は、甲又は乙は、相手方に対して、必要と認められる契約金額の改定を申し入れること

ができる。申し入れにあたっては、契約金額の改定を希望する日の３箇月前までに、相

手方に対して、その理由を明示して事前に通知し、甲乙協議して、その要否を決定する

 ものとする。

 

 （契約の解除及び違約金）

 第７条　甲は、自己の都合により本契約の全部又は一部を解除することができる。

２　甲は、乙が本件業務を履行しない場合において、期間を定めてその履行を催告し、そ

 の期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。

３　甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、前項の催告をすることなく、本契約の全

 部又は一部を解除することができる。

  (1)　乙に以下の事由が生じた場合

イ　仮差押、差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、電子交換所の取引

停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立て若しくは処分を

 受けるべき事由を生じた場合

ロ　手形若しくは小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事再

 生手続、会社更生手続等の申立てを受け、若しくは自ら申し立てた場合

 ハ　営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合

、 、 、(2)  甲が行う本契約の履行確認に際し 乙又はその代理人 使用人等が職務執行を妨げ

 又は詐欺その他の不正行為があると認めた場合

 (3)　乙が第９条第１項に該当する場合

 (4)　乙が第 15 条に規定する暴力団排除条項第１条、第２条又は第４条第２項に該当す
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 る場合

  (5)　乙が第 16 条に規定する個人情報取扱特記事項第 17 に該当する場合

(6)　前各号のほか、乙が民法（明治 29 年法律第 89 号）第 542 条第１項又は第２項の各

 号に該当する場合

４　乙は、第２項又は第３項に該当する場合、甲に対し、違約金として未賃貸借期間に相

当する契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を支払う。ただし、乙が契約保証金を納

 付している場合は、当該保証金を違約金に充当する。

５　甲は、第３項第６号の場合において、乙の責めに帰することのできない事由によるも

 のと認めたときは、前項の違約金の支払を免除することができる。

 

 （私的独占又は不当な取引制限等に伴う解除）

第８条　甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一

 部を解除することができる。

、 （ 、(1)　公正取引委員会が 乙又は乙の代理人 乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては

その役員又は使用人。以下同じ ）に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関。

する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という ）第７条又は同法第。

８条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る ）の規定によ。

る排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み

替えて準用する場合を含む ）の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法。

第７条の４第７項若しくは同法第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じな

 い旨の通知を行ったとき。

(2)　乙又は乙の代理人が刑法 明治 40 年法律第 45 号 第 96 条の６若しくは同法第 198（ ）

条又は独占禁止法第 89 条第１項若しくは同法第 95 条第１項第１号の規定による罪の

嫌疑により公訴を提起されたとき（乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起された

 ときを含む 。。）

２　乙は、本契約に関し、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の４第７項又は同法第

７条の７第３項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写し

 を甲に提出しなければならない。

 

 （私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金）

第９条　乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当する場合、甲が本契約の全部又は一部

を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約金額の 100 分の 10 に相当する額を

 甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)　公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の

２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る ）の規定による排除。

 措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(2)　公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法

第８条の３において読み替えて準用する場合を含む ）の規定による課徴金の納付命。

 令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(3)　公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の４第７項又は同

 法第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4)　乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の６若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条
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、第１項若しくは同法第 95 条第１項第１号の規定する罪の嫌疑により公訴を提起され

 有罪判決が確定したとき。

２　乙は、前項第４号に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額

　の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金とし

 　て甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1)　公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法

第８条の３において読み替えて準用する場合を含む ）及び同法第７条の３第１項の。

 規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(2)　当該有罪判決が言い渡された裁判において、乙が違反行為の首謀者であると認定さ

 れたとき。

 ３　乙は、本契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。

４　乙が第１項及び第２項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないとき

は、乙は、期日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、違約金に対して本契約

締結日の国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和 31 年政令第 337 号）第 29 条第１

項の規定に基づき財務大臣が定める率（年の日数は閏日を含む期間についても、365 日

 で換算する を乗じて計算した金額を遅延利息として 甲に支払わなければならない。） 、 。

 

 （損害賠償）

、 、 、 、第 10 条　甲は 本契約に関し 乙の契約不履行によって損害を受けた場合は 乙に対し

第７条第４項、第９条第１項及び第２項の違約金とは別にその損害の賠償を請求するこ

とができる。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、

 この限りではない。

２　乙は、第７条第１項による解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受

領した日から 30 日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。ただし、甲

 が乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。

 ３　甲は、前項の請求を受けた場合、その損害を賠償することができる。

 

 （再委託）

第 11 条  乙は、本件業務の全部を一括して、第三者（乙の子会社（会社法（平成 17 年法

律第 86 号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう ）を含む。以下同じ ）に委。 。

。 、 、託してはならない ただし 本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において

本契約の一部（仕様書等に示す業務の主たる部分を除く ）を第三者に再委託（再々委。

託以降の委託を含む。以下同じ ）する場合は、乙は、再委託承認申請書（別紙様式）。

 を再委託開始の 10 日前までに甲に提出し、承認を得なければならない。

２　甲は、乙から再委託承認申請書の提出を受けた場合は、所要の審査を実施の上、その

 結果を再委託承認書（別紙様式）で乙に通知するものとする。

３  乙は、甲から承認を受けた内容を変更する場合は、遅滞なく第１項と同様に甲の承認

 を受けなければならない。

４  乙は、本契約の一部を第三者に再委託するときは、再委託した業務に係る再委託者の

 行為について、全ての責任を負うものとする。

５　乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙が本契約において遵守することとされて

 いる事項について、本契約書を準用して再委託者と約定しなければならない。
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 （契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止）

第 12 条　乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承認を

得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法

（昭和 28 年法律第 196 号）第２章第２節の規定に基づき設立された信用保証協会、中

小企業信用保険法施行令 昭和 25 年政令第 350 号 第１条の３に規定する金融機関 以（ ） （

下「金融機関」という ）又は資産の流動化に関する法律（平成 10 年法律第 105 号）第。

２条第３項に規定する特定目的会社（以下「特定目的会社」という ）に対して債権を。

 譲渡する場合にあっては、この限りでない。

、 、 、２　乙が本件業務の履行を完了する前に 乙が前項ただし書きに基づいて 信用保証協会

金融機関又は特定目的会社（以下「丙」という ）に債権の譲渡を行い、乙及び丙が甲。

に対し、民法第 467 条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に

関する法律（平成 10 年法律第 104 号）第４条第２項に規定する通知又は承諾の依頼を

 行う場合は、乙は丙に対し次の各号を同意させ、又は遵守させる義務を負う。

(1)　甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡債権金額と相殺し、又は譲渡債

 権金額を軽減できる権利を留保すること。

(2)　丙は、譲渡債権を第１項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又はこれに質権

 を設定し、その他債権の帰属及び行使を害することはできないこと。

(3)　甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、契約金額の改定その他本契約内容の

変更を行うことがあり、この場合は、丙は異議を申し立てないものとし、当該変更に

より、譲渡債権の内容に影響が及ぶ場合は、専ら乙と丙の間において解決しなければ

 ならないこと。

３　第１項ただし書きに基づいて、乙が丙に債権の譲渡を行った場合は、甲が行う弁済の

効力は、予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 42 条の２の規定に基づき、

 甲がセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。

 

 （秘密の保持）

第 13 条　甲及び乙は、本契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又

は利用してはならない。第 11 条第１項に規定する再委託の相手方についても、同様と

 する。

２　甲は、乙の故意又は過失により秘密が漏洩したため損害が生じた場合は、乙にその損

 害の賠償を請求することができる。

 

 （契約保証金の還付）

第 14 条　甲は、第７条第１項の規定による契約解除の場合、本契約が甲乙の合意により

解除された場合又は本契約の履行が完了した場合は、乙の領収書と引換えに契約保証金

 を乙に還付しなければならない。

 

 （暴力団排除条項）

 第 15 条  暴力団排除に関する条項については 「暴力団排除条項」によるものとする。、

 

 （個人情報の取扱い）



第 16 条　乙は、甲から提供を受けた個人情報については 「個人情報取扱特記事項」に従、

 　い、適正に取り扱わなければならない。

 

 （人権尊重の確保）

 第 17 条　乙は 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」、

（令和４年９月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推

 進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むように努めるものとする。

 

 （特記事項）

 第 18 条　本契約に特記事項がある場合は、別紙においてこれを定める。

２　本契約書本文と本契約書に編てつされた仕様書等、特記事項が抵触する場合の優先順

 位は、特記事項、仕様書等、契約書本文の順序とする。

 

 （管轄裁判所）

第 19 条　本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とす

 　る。

 

 （紛争又は疑義の解決方法）

第 20 条　本契約に関し、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議

 の上解決するものとする。

 

 

 

　上記契約の締結を証するため、この証書２通を作成し、双方記名押印の上、各自１通を

 保有する。

 

 　　令和　　年　　月　　日　　

 

 　　　　　　　　　　　　　　甲　　　支出負担行為担当官

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　警察庁長官官房会計課理事官

 重成　麻利

 

 

                             乙　　　▲▲▲

 

別紙－１



 

 暴力団排除条項

 

 （属性要件に基づく契約解除）

第１条　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、

 本契約を解除することができる。

(1)　法人等（個人、法人又は団体をいう ）の役員等（個人である場合はその者、法人である。

場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう ）の代表者、団 。

、 、 。 。）体である場合は代表者 理事等 その他経営に実質的に関与している者をいう 以下同じ

が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定す。

 る暴力団員をいう。以下同じ ）であるとき。

(2)　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

 目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

(3)　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

 的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

(4)　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい

 るとき

 (5)　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

 

 （行為要件に基づく契約解除）

、 、第２条　甲は 乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は

 何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

 (1)　暴力的な要求行為

 (2)　法的な責任を超えた不当な要求行為

 (3)　取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

 (4)　偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為

 (5)　その他前各号に準ずる行為

 

 （表明確約）

第３条　乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当し

 ないことを確約する。



、 、 （ 「 」 。）２　乙は 前２条各号のいずれかの属性を有し 又は行為をなす者 以下 解除対象者 という

を再受託者等（再受託者（再受託以降の全ての受託者を含む ）及び下請負人（下請が数次に。

わたるときは、全ての下請負人を含む ）並びに乙、再受託者又は下請負人が当該契約に関し。

 て個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ ）としないことを確約する。。

 

 （再受託契約等に関する契約解除）

第４条　乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受

 託者等との契約を解除し 又は再受託者等に対し契約を解除させるようにしなければならない、 。

２　甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の

契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約

、 、を解除しないとき 若しくは再受託者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは

 何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

 

 （損害賠償等）

第５条　甲は、第１条、第２条又は前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これによ

 り乙に生じた損失について、何ら補償することは要しない。

２　乙は、甲が第１条、第２条又は前条第２項の規定により本契約を解除した場合において、甲

 に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

 

 （不当介入に関する通報・報告）

第６条　乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から

不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という ）を受けた場合は、これを拒。

否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報

告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。



 
 再委託承認申請書

 
 令和　　年　　月　　日　

 　支出負担行為担当官
 　警察庁長官官房会計課理事官　　殿

 
 住　　所
 会 社 名  

 代表者名　　　　　　　　　　 
 
　令和　　年　　月　　日付けで契約いたしました下記契約について、再委託を承認く

 ださるよう申請いたします。
　なお、契約の履行に際し、当社の再委託先が本契約事項に違反した場合、当社が一切

 の責任を負います。
 

 記

契 約 件 名
 再委託の相手方の

住 所 及 び 氏 名

 再委託を行う業務
の 範 囲

 再 委 託 を 必 要
 と す る 理 由

再 委 託 期 間

  再 委 託 率
（本契約に対する再委託の割合）

  ※　次に掲げる書類を、上記「再委託期間」開始 日前までにこの申請書に添付の上、10
 　 提出すること。

  ・再委託の相手方の会社概要
  ・その他警察庁が指示する書類

審 査 結 果 承認　　　　　　　　　　　非承認
  

  承 認 又 は 非 承 認
  と し た 理 由
 

 
 再委託承認書

 令和　　年　　月　　日　
 

 　上記審査結果のとおり、再委託を承認する（承認しない 。）               
 

 支出負担行為担当官
 警察庁長官官房会計課理事官



 暴力団排除に関する誓約事項

 

　当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、再委託契約にあたり、下

 記事項について誓約します。

　この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当社が不利益を被ること

 となっても、異議は一切申し立てません。

　また、貴庁の求めに応じて当社の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの（生年月日

を含む ）ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び。

生年月日の一覧表）等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供

 することについて同意します。

 

 記

 

 １　次のいずれにも該当しません また 当該契約満了まで該当することはありません。 、 。

  (1)　再委託の相手方として不適当な者

ア　法人等（個人、法人又は団体をいう ）の役員等（個人である場合はその者、。

法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をい

う ）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与。

している者をいう。以下同じ ）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止。

等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下同じ ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下。

 同じ ）であるとき。

イ　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に

 損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

ウ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して

 いるとき

エ　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する

 などしているとき

オ　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

 き

  (2)　再委託の相手方として不適当な行為をする者

 ア　暴力的な要求行為を行う者

 イ　法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

 ウ　取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

 エ　偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者

 オ　その他前各号に準ずる行為を行う者

２　暴力団員等による不当介入を受けた場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を

 　行うとともに、親事業者へ報告を行います。

 

 

 ※この誓約事項は、再委託等の相手方に提示し、誓約させる場合に使用するものです。

 



 

 個人情報取扱特記事項

                                     

 

 

 （個人情報保護の基本原則）

第１　乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」

という ）第２条第１項に規定するものをいう。以下同じ ）の保護の重要性を認識し、。 。

、 、本契約に基づく業務の実施に当たっては 個人の権利利益を侵害することのないように

 個人情報を適正かつ適法に取り扱わなければならない。

 

 （責任体制の整備）

第２　乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を

 維持しなければならない。

 

 （責任者及び担当者）

第３　乙は、本契約に基づく個人情報の取扱いの責任者及び業務を担当する者（以下「担

当者」という ）を定め、前条の責任体制とともに、あらかじめ甲に届け出なければなら。

 ない。これらを変更しようとするときも、同様とする。

２　乙は、責任者に、担当者が本特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させな

 ければならない。

 ３　乙は、担当者に、責任者の指示に従い本特記事項を遵守させなければならない。

 ４　乙は、責任者及び担当者を変更する場合の手続を定めなければならない。

 

 （派遣労働者）

第４　乙は、本契約に基づく業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書

に、秘密等の保持及び個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その

 場合の守秘義務の期間は、第５に準ずるものとする。

２　乙は、派遣労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元と

の契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を

 負うものとする。

 

 （秘密の保持）

第５　乙は、本契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

 本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

 

 （再委託の制限等）

第６　乙は、甲が承認した場合を除き、個人情報を取扱う業務を再委託してはならない。

また、再委託する場合には、乙は、再委託先（再委託先が委託先の子会社(会社法（平成



17年法律第86号）第2条1項第３号に規定する子会社をいう。)である場合を含む ）との。

契約に本特記事項と同様の内容を定めるとともに、必要かつ適切な監督を行わなければ

 ならない（再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする 。。）

２　乙は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律（平成2

5年法律第27号）第２条第11項に規定する個人番号関係事務を再委託する場合は、より厳

格に再委託先において個人情報の適切な管理が図られることを確認しなければならない

 （再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする 。。）

 

 （収集の制限）

第７　乙は、本契約に基づく業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目

 的を達成するために必要な範囲内で 適法かつ公正な手段により行わなければならない、 。

 

 （目的外利用及び提供の禁止）

第８　乙は、甲の指示又は承諾がある場合を除き、本契約に基づく業務に関して知り得た

 個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

 

 （従事者への周知）

第９　乙は、直接的であるか間接的であるかを問わず、本契約に基づく業務に従事してい

る者（以下「従事者」という ）に対し、在職中及び退職後においても当該契約に基づ。

く業務を行うことにより知り得た個人情報を他人に知らせ、又は契約の目的以外の目的

に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して損害賠償の請求が

なされる可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知し、個人情

 報の保護を徹底しなければならない。

 

 （従事者の監督）

第10　乙は、従事者に対し、在職中又は退職後においても、個人情報に関する秘密保持義

 務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。

２　乙は、本契約に基づく業務の遂行上、実際に個人情報を取り扱う従事者の範囲を限定

 するものとし、当該従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。

３　乙は、従事者が退職する場合、当該従事者に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓

約書の提出を求める等、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破

 棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。

 

 （複写又は複製及び加工の禁止）

第11　乙は、甲の指示又は承諾がある場合を除き、本契約に基づく業務を処理するために

　甲から提供された個人情報が記録された資料等について、当該業務処理に必要な範囲を

 　超えて複写し、又は複製及び加工してはならない。

 

 （個人情報の安全管理）

第12　乙は、本契約に基づく業務を処理するため収集、作成した個人情報又は甲から引き



、 、 （ 「 」渡された資料に記録された個人情報を漏えい 紛失 滅失及び改ざん 以下 漏えい等

という ）することのないよう、甲が示す方法により、個人情報の適切な安全管理のため。

に必要な措置を講じなければならない。また、個人情報の漏えい等による被害発生のリ

スクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等とその内容等を

考慮し、必要に応じて、氏名を番号に置き換える等の匿名化等の措置を講じなければな

 らない。

 

 （個人情報の帰属及び廃棄又は消去）

第13　本契約に基づく業務を処理するために甲の指定した様式により、及び甲の名におい

て、乙が収集、作成、加工、複写又は複製等した個人情報は、全て甲に帰属するものと

 する。

 ２　乙は、甲の指示に基づいて、前項の個人情報を廃棄又は消去しなければならない。

３　乙は、第１項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情

 報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。

４　乙は、パソコン等に記録された第１項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフ

トウエアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消

 去しなければならない。

５　乙は、第１項の個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証

明書（情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日

 が記載された書面）を甲に提出しなければならない。

６　乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければな

 らない。

 

 （事故発生時の対応）

第14　乙は、本契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれが

ある場合は、直ちに詳細を甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。本契約が終

 了し、又は本契約が解除された後においても同様とする。

 

 （安全管理の確認及び検査）

第15　甲は、乙が取り扱う個人情報の安全管理措置が、法及び本特記事項の規定に基づき

適切に行われていることを適宜確認することとする。また、甲は、必要と認めたとき、

乙に対して個人情報の取扱状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は乙が個人

 情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検査することができる。

２　甲は、本契約に基づく業務の処理に伴う個人情報の秘匿性等とその内容やその量等に

応じて、乙における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくと

 も年に１回以上、原則として実地検査により確認するものとする。

 ３　前２項の規定は、オンラインによる検査を実施することを妨げない。

 

 （改善の指示）

第16　甲は、報告、資料の提出又は実地検査の結果、乙において個人情報の安全管理措　



置が十分に講じられていないと認めたときは、乙に対し、その理由を書面により通　

 知し、かつ、説明した上で、安全管理措置の改善を指示することができる。

 ２　乙は、前項の指示を受けた場合は、その指示に従わなければならない。

 

 （契約の解除等）

第17　甲は、乙が法及び本特記事項に定める義務を果たさない場合は、催告なく直ちに本

契約の全部又は一部を解除することができるとともに、必要な措置を求めることができ

 る。

２　乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその

 損害の賠償を求めることはできない。

 

 （損害賠償）

第18　乙は、法及び本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を

 被った場合は、甲にその損害を賠償しなければならない。
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 第56回全国白バイ安全運転競技大会の大会会場借上げ等仕様書

 

 第１　仕様総説

本仕様書は、令和８年10月10日（土）及び11日（日）の２日間、警察庁主催で行う第56回

全国白バイ安全運転競技大会（以下「白バイ大会」という ）の開催及びこれに伴う各種会。

議、講習等の開催に関し、各競技会場、施設及び車両の借上げ、競技コース等の設計及び設

営、大会会場内看板の作成及び設置、大会運営の補助等にかかる業務委託の内容について規

 定したものである。

 

 第２　大会会場の立地条件等

各競技会場及び施設（以下「大会会場」という ）については、同一敷地内に有すること。

とし、周辺道路の渋滞緩和のため、公共交通機関の利用が可能な立地であること。また、大

 会期間中は、来場者用の駐車場1,000台程度及び休憩所が確保できること。

 

 第３　大会会場の借上げ

 １　各競技会場の要件等

 借り上げる各競技会場の要件等については、次のとおりとする。

 (1)　各競技会場の借上げ期間及び要件

 各競技会場については、次に示す期間及び要件の下で借り上げるものとする。

 ア　バランス走行操縦競技（以下「バランス競技」という ）会場。

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月９日（金）午前10時30分 ～ 同日午後０時00分　　１会場

 　　　　　　　　　午後２時30分 ～ 同日午後４時00分　　１会場

 ◇　10月10日（土）午前10時30分 ～ 同日午後１時00分    １会場

 ○　要件

 ・　平坦にアスファルト舗装された路面であること。

 ・　次に示す広さを有すること。

（ 、 「 」 。）　 　 　 　 　 　 ◇　 別紙１－１に示す競技コース 以下 この項において 競技コース という

 　　　　　　　を１列で設定する場合

 　　　　　　　　長さ300メートル程度、幅25メートル程度

 　 　 　 　 　 　 ◇　 競技コースを２列で設定する場合

 　　　　　　　　長さ220メートル程度、幅50メートル程度

 　 　 　 　 　 　 ◇　 競技コースを３列で設定する場合

 　　　　　　　　長さ170メートル程度、幅75メートル程度

 イ　トライアル走行操縦競技（以下「トライアル競技」という ）会場。

 ○　期間及び必要数

 ・　10月８日（木）午後０時30分 ～ 同日午後１時30分　　１会場

 ・　10月10日（土）午後１時00分 ～ 同日午後４時00分　　１会場

 ○　要件

 ・　土の路面であること。
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 ・　別紙１－２に示す競技コースを設定する広さを有すること。

 ウ　不整地走行操縦競技（以下「不整地競技」という ）会場。

 ○　期間及び必要数

   ◇　10月８日（木）午後２時00分 ～ 同日午後３時00分　　１会場

 ◇　10月11日（日）午前８時00分 ～ 同日午前10時30分　　１会場

 ○　要件

 ・　土の路面であること。

 ・　別紙１－３に示す競技コースを設定する広さを有すること。

 エ　傾斜走行操縦（スラローム）競技（以下「スラローム競技」という ）会場。

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月８日（木）午後３時30分 ～ 同日午後５時00分　　１会場

 ◇　10月９日（金）午後３時30分 ～ 同日午後４時30分　　１会場

 ◇　10月11日（日）午前11時30分 ～ 同日午後２時30分　　１会場

 ○　要件

 ・　平坦にアスファルト舗装された路面であること。

 ・　別紙１－４に示す競技コースを設定する広さを有すること。

 (2)　その他の要件

 上記(1)に示すもののほか、次の要件を満たすものとする。

ア　各競技会場においては、それぞれ実施することとしている競技以外の競技を実施し

 ないこと。

イ　次に示す付随施設を設置することができる場所を、それぞれに示す要件の下で整備

すること。ただし、当該場所については他の競技会場のそれと併用できるものとし、

 また、既設のものがある場合にはこれに替えることができる。

 (ｱ)　役員待機所

競技の進行状況を監視することが可能な場所に位置し、テント２帳（テント１帳

の大きさは、幅３間、奥行き２間とする。以下同じ ）を設置することが可能な広。

 さを有すること。

 (ｲ)　選手待機所

競技コースのスタート地点の周辺に位置し、テント３帳を設置することが可能な

 広さを有すること。

 (ｳ)　車両検査所

競技コースのゴール地点の周辺に位置し、テント１帳を設置することが可能な広

 さを有すること。

 (ｴ)　広報用ブース

競技の進行状況を監視することが可能な場所に位置し、テント２帳を設置するこ

 とが可能な広さを有すること。

ウ　各競技会場に近接した場所に、全長100メートル程度で、選手15人程度が同時に競

 技車両に乗車して、走行することが可能な練習走行場を整備すること。

 ２　各施設の要件等

 借り上げる各施設の要件等については、次のとおりとする。
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 (1)　各施設の借上げ期間及び要件

 各施設については、次に示す期間及び要件の下で借り上げるものとする。

 ア　現地打合せ会議用会議室

 ○　期間及び必要数

◇　次に示す時期のうちのそれぞれ１日とし、時間についてはおおむね５時間程度　

 １会場　

 ・　本契約締結後適当な時期

 ・　８月下旬から９月中旬の時期

 ○　要件

 ・　屋内の施設であること。

・　机及び椅子50式（長机１台に対し椅子３脚で３式としても差し支えないものと

する。以下同じ 、黒板又はホワイトボード１台、マイク２本及び当該マイク。）

 用の拡声装置１式が設置されていること。

 ・　電話１回線の使用が可能であること。

 イ　審判講習用、審判打合せ会議用及び監督会議用会場

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月８日（木）午前９時00分 ～ 同日午前11時00分

 ◇　10月９日（金）午後０時00分 ～ 同日午後２時30分　　１会場

 ○　要件

 ・　屋内の施設であること。

 ・　別紙１－５に示す各設備を設置する広さを有すること。

・　机及び椅子100式、黒板又はホワイトボード１台、マイク２本、当該マイクの

 拡声装置１式、プロジェクター１基及びスクリーン１台が設置されていること。

 ・　電話１回線の使用が可能であること。

 ウ　晴天時の開会式会場

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月９日（金）午前10時00分 ～ 同日午後５時00分（準備）

 　　10月10日（土）午前８時00分 ～ 同日午前10時30分（本番）　　１会場

 ○　要件

 ・　平坦にアスファルト舗装された路面であること。

・　長さ220メートル程度、幅50メートル程度の広さを有すること。ただし、この

うち幅15メートル程度については、アスファルト路面であることを要せず、芝生

 が整備された地面がある場合にはこれに替えることができる。

・　警察庁担当者が指定する場所に、マイク２本及び当該マイクの拡声装置１式を

 設置すること。

 エ　雨天時の開会式及び全天候時の閉会式会場

 　○　期間及び必要数

 　　◇　10月９日（金）午前９時00分 ～ 同日午後５時00分（準備）

 　　　　10月10日（土）午前８時00分 ～ 同日午前10時30分（本番）　　１会場

 　　◇　10月11日（日）午後１時00分 ～ 同日午後８時00分
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 　○　要件

 　　・　平坦に舗装された路面であること。

 　　・　長さ150メートル、幅100メートル程度の広さを有すること。

　　・　警察庁担当者が指定する場所に、マイク２本及び当該マイクの拡声式１式を設

 置すること。

 オ　車庫

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月６日（火）午前９時00分 ～ 13日（火）午後３時00分　　１棟

 ○　要件

・　競技車両72台（大型自動二輪車32台及び普通自動二輪車（オフロード二輪車）

 40台）の保管及び点検整備が可能な広さを有すること。

・　保管された競技車両等に対する盗難防止措置が図られて、かつ、風雨による影

 響を受けない構造を有すること。

 カ　大会本部室

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月７日（水）午後１時00分 ～ 12日（月）午後１時00分　　１室

 ○　要件

 ・　屋内の施設であること。

 ・　机及び椅子30式、黒板又はホワイトボード１台が設置されていること。

 ・　電話１回線の使用が可能であること。

 ・　臨時電話及び臨時ファックス各１回線の架設が可能であること。

 ・　携帯用拡声器（トランジスタメガホン）４台を備え付けること。

 キ　記録室

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月８日（木）午前10時00分 ～ 11日（日）午後７時00分　　１室

 ○　要件

 ・　屋内の施設であること。

 ・　机及び椅子30式並びに黒板又はホワイトボード１台が設置されていること。

 ・　電話１回線の使用が可能であること。

・　パソコン（本体の移動が比較的容易で、OSはWindow Vista以上とし、Excel2007

及びWord2007以上がインストール済みであり、USB及びCD/DVDドライブが使用で

 きるもの ３台及びこれに接続されたプリンター１台の使用が可能であること。） 。

 ク　開催都道府県警察関係者用控室

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月８日（木）午前８時00分 ～ 11日（日）午後７時00分　　２室

 ○　要件

 ・　屋内の施設であること。

 ・　机及び椅子30式、黒板又はホワイトボード１台が設置されていること。

 ・　電話１回線の使用が可能であること。

 ・　臨時電話及び臨時ファックス各１回線の架設が可能であること。
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 ケ　来賓用控室

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月10日（土）午前８時00分 ～ 11日（日）午後６時00分　　２室

 ○　要件

 ・　屋内の施設であること。

・　椅子10脚及びこれに相応する机又はテーブル（白色テーブルクロスを敷いたも

 の）相当数、黒板又はホワイトボード１台が設置されていること。

 ・　湯茶セット相当数を用意すること。

 ・　電話１回線の使用が可能であること。

 コ　報道関係者用控室

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月10日（土）午前８時00分 ～ 11日（日）午後６時00分　　１室

 ○　要件

 ・　屋内の施設であること。

 ・　椅子30脚及びこれに相応する机又はテーブル相当数が設置されていること。

 サ　医務室

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月10日（土）午前10時00分 ～ 11日（日）午後４時00分　　１室

 ○　要件

 ・　屋内の施設であること。

・　外部から見えないようカーテン等が設営されていること。ただし、構造的に外

 部から見えない場合はこの限りでない。

 ・　机及び椅子１式並びにベッド１床が設置されていること。

 シ　筆耕室

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月11日（日）午前９時00分 ～ 同日午後６時00分　　１室

 ○　要件

 ・　屋内の施設であること。

 ・　机及び椅子２式が設置されていること。

 ス　選手及び大会運営係員用駐車場

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月10日（土）午前７時00分 ～ 11日（日）午後８時00分　　１か所

 ○　要件

・　350台程度の駐車が可能であること。ただし１か所で確保することが困難な場

 合には数か所に分けることができる。

 (2)　その他の要件

 上記(1)に示すもののほか、次の要件を満たすものとする。

 ア　各施設内に設置されている設備は、いずれも使用が可能な状態であること。

イ　各施設は他の施設等と併用しないこと。ただし、上記(1)のウについては、いずれ

 かの競技会場と一部併用することができる。
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 ウ　上記(1)のキと同一の屋内施設に、次に示す設備を設置すること。

 ・　コピー機１台

・　上記(1)に示す各施設が所在する屋内施設及び大会会場内への一斉放送が可能な

 放送設備１式

 エ　上記(1)のコは、来賓用受付を設置できるロビー等を有する屋内施設にあること。

 ３　大会会場見取図及び施設一覧表の作成及び提出

 本契約締結後速やかに 次に示す資料を作成の上 警察庁担当者に提出するものとする、 、 。

 (1)　大会会場見取図

 各競技会場及び施設の位置関係を示した見取図とすること。

 (2)　大会会場施設一覧表

各競技会場及び施設の名称、大きさ、収容人員又は台数及び設備品を記載した一覧表

 とすること。

 

 第４　車両の借上げ

 １　各車両の要件等

 借り上げる各車両の要件等については、次のとおりとする。

 (1)　各車両の借上げ期間及び要件

 各車両については、次に示す期間及び要件の下で借り上げるものとする。

 ア　普通乗用自動車（大会運営係員用）

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月８日（木）午後１時00分 ～ 同日午後５時00分　　１台

 ◇　10月９日（金）午前８時00分 ～ 同日午後５時00分　　１台

 ◇　10月10日（土）午前７時00分 ～ 同日午後５時00分　　６台

 ◇　10月11日（日）午前７時00分 ～ 同日午後６時00分　　６台

 ○　要件

 ・　後部座席の使用が可能であること。

 ・　大会関係車両であることが明らかに判別できる外観を有していること。

 イ　普通乗用自動車（来賓及び招待者送迎用）

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月10日（土）午前８時00分 ～ 同日午後６時00分　　２台

 ◇　10月11日（日）午前７時00分 ～ 同日午後６時00分　　２台

 ○　要件

 ・　後部座席の使用が可能であること。

 ウ　普通貨物自動車（負傷者搬送用）

 　○　期間及び必要数

 　　◇　10月10日（土）午前11時00分 ～ 同日午後５時00分　　１台

 　　◇　10月11日（日）午前８時00分 ～ 同日午後３時00分　　１台

 エ　大型自動二輪車（審判講習及び進行係用）

 ○　期間及び必要数

 　◇　10月８日（木）午前８時00分 ～ 同日午後６時00分　　10台
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 ◇　10月９日（金）午前９時00分 ～ 同日午後５時00分　　10台

 ◇　10月10日（土）午前８時00分 ～ 同日午後５時00分　　10台

 ◇　10月11日（日）午前８時00分 ～ 同日午後６時00分　　10台

 　　　　○　要件

 ・　競技車両と同型の車両で、赤色灯を装備した車両であること。

 オ　普通自動二輪車（オフロード二輪車 （審判講習及び進行係用））

 ○　期間及び必要数

 　◇　10月８日（木）午前８時00分 ～ 同日午後６時00分　　５台

 ◇　10月９日（金）午前９時00分 ～ 同日午後５時00分　　５台

 ◇　10月10日（土）午前８時00分 ～ 同日午後５時00分　　５台

 ◇　10月11日（日）午前８時00分 ～ 同日午後６時00分　　５台

 　　　　○　要件

・　競技車両と同型の車両であることが望ましいが、台数に限りがあり、他にトラ

イアル走行をできる構造を有する二輪車がある場合には、これに替えることがで

 きる。

 カ　普通自動二輪車（オフロード二輪車 （記録係用））

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月10日（土）午前10時00分 ～ 同日午後５時00分　  ２台

 ◇　10月11日（日）午前８時00分 ～ 同日午後５時00分　　２台

 ○　要件

 ・　オフロードタイプの車両であること。

 キ　原動機付自転車（進行係及び記録係用）

 ○　期間及び必要数

 　◇　10月８日（木）午前８時00分 ～ 同日午後５時00分　　５台

 ◇　10月９日（金）午前８時00分 ～ 同日午後５時00分　　10台

 ◇　10月10日（土）午前10時00分 ～ 同日午後５時00分　　10台

 ◇　10月11日（日）午前８時00分 ～ 同日午後５時00分　　10台

 ○　要件

 ・　スクータータイプの車両であること。

 ク　自転車（大会運営係員用）

 ○　期間及び必要数

 　◇　10月８日（木）午前８時00分 ～ 同日午後５時00分　　10台

 ◇　10月９日（金）午前８時00分 ～ 同日午後５時00分　　10台

 ◇　10月10日（土）午前８時00分 ～ 同日午後５時00分　  10台

 ◇　10月11日（日）午前８時00分 ～ 同日午後５時00分　　10台

 ○　要件

 ・　軽快車であること。

 (2)　その他の要件

 上記(1)に示すもののほか、次の要件を満たすものとする。

ア　借上げ中に故障等により運用ができなくなった場合は、速やかに代替え車両を用意



- 8 -

 すること。

イ　運行に要する燃料その他運行により生じる消耗に関する費用及び故障が生じた場合

 の修理に関する費用の一切を負担すること。

 ２　車両一覧表の作成及び提出

、 （ 、本大会開催２か月前までに 各車両の自動車登録番号 自動車登録番号がない場合には

車両を特定できる番号等）を記載した一覧表を作成の上、警察庁担当者に提出するものと

 する。

 

 第５　競技コースの設計、設営及び撤去に関する業務の委託

 １　委託する業務

 競技コースの設計、設営及び撤去に関し委託する業務については、次のとおりとする。

 (1)　各競技コースの設計、設営及び撤去

 各競技コースについては、次に示すとおり設計、設営及び撤去するものとする。

 ア　バランス競技コース

 ○　設計

 ・　別添１－１に示す要件の下、各競技コースを設計すること。

 ○　設営

・　設計した内容に従いコースを設営することとし、次に示す期間中は設営された

 状態を維持すること。

 　　　　　　◇　10月９日 金 午後２時30分 ～ 競技終了時間 10日 土 午後１時00分頃（ ） （ （ ） ）

　　　　　　　　なお、次に示した日時には、これに合わせて、規制線（杭及びロープ又はテ

　　　　　　　ープにより、競技コースと来場者スペースとの間を隔てるもので、おおむね10

 　　　　　　　メートル程度を確保するものとする。以下同じ ）を設置すること。。

 　　　　　　◇　10月10日（土）午前11時00分 ～ 競技終了時間（同日午後１時00分頃）

 ○　撤去

 ・　次に示す期間中に、設営したコース及び規制線を撤去すること。

 　　　　　　◇　競技終了時間 ～ 10月10日（土）午後２時00分

 イ　トライアル競技

 ○　設計

 ・　別添１－２に示す要件の下、各競技コースを設計すること。

 ○　設営

・　設計した内容に従いコースを設営することとし、次に示す期間中は設営された

 状態を維持すること。

 　　　　　　◇　10月10日（土）午後１時00分 ～ 競技終了時間（同日午後４時00分頃）

 　　　　　　　　なお、次に示した日時には、これに合わせて、規制線を設置すること。

 　　　　　　◇　10月10日（土）午後１時30分 ～ 競技終了時間（同日午後３時45分頃）

 ○　撤去

 ・　次に示す期間中に、設営したコース及び規制線を撤去すること。

 　　　　　　◇　競技終了時間 ～ 10月10日（土）午後６時00分

 ウ　不整地競技
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 ○　設計

 ・　別添１－３に示す要件の下、各競技コースを設計すること。

 ○　設営

・　設計した内容に従いコースを設営することとし、次に示す期間中は設営された

 状態を維持すること。

 なお、これに合わせて、規制線を設置すること。

 　　　　　　◇　10月11日（日）午前８時00分 ～ 競技終了時間（同日午前10時30分頃）

 ○　撤去

 ・　次に示す期間中に、設営したコース及び規制線を撤去すること。

 　　　　　　◇　競技終了時間 ～ 10月11日（日）午後０時30分

 エ　スラローム競技

 ○　設計

 ・　別添１－４に示す要件の下、各競技コースを設計すること。

 ○　設営

・　設計した内容に従いコースを設営することとし、次に示す期間中は設営された

 状態を維持すること。

 　　　　　　◇　10月９日 金 午後２時00分 ～ 競技終了時間 11日 日 午後２時00分頃（ ） （ （ ） ）

 　　　　　　　　なお、次に示した日時には、これに合わせて、規制線を設置すること。

 　　　　　　◇　10月11日（日）午後０時00分 ～ 競技終了時間（同日午後２時00分頃）

 ○　撤去

 ・　次に示す期間中に、設営したコース及び規制線を撤去すること。

 　　　　　　◇　競技終了時間 ～ 10月11日（日）午後３時30分

 (2)　その他

コース設営後、上記(1)の各項に示した期間以外は、大会運営関係者以外の者がコー

 スを確認できる場所に進入することのないよう措置を執るものとする。

 ２　計画表の作成及び提出

、 、 、本契約締結後速やかに 各競技コースの設計 設営及び撤去に関する計画表を作成の上

 警察庁担当者に提出するものとする。

 ３　設計図の作成及び提出

本大会開催１か月前までに、各競技コースの設計図を作成の上、警察庁担当者に提出す

 るものとする。

 なお、当該設計図には、設営に必要な資機材及び数量を記載すること。

 

 第６　大会会場内看板の作成、設置及び撤去に関する業務の委託

 １　委託する業務

大会会場内看板の作成、設置及び撤去に関し委託する業務については、次のとおりとす

 る。

 (1)　各大会会場内看板の作成、設置及び撤去

 各大会会場内看板については、次に示すとおり作成、設営及び撤去するものとする。

 ア　会場案内、交通規制及び駐車場案内関係
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 ○　作成

・　別紙２の番号１から36及び番号49から53に示す看板の名称（内容 、大きさ、）

 枚数等に従い、作成すること。

 ○　設置

 ・　看板の名称（内容）等に従い、大会会場内の適宜な場所に設置すること。

 ○　撤去

 ・　設置の必要がなくなったものから、適宜撤去すること。

 イ　競技会場関係

 ○　作成

・　別紙２の番号37から48に示す看板の名称（内容 、大きさ、枚数等に従い、作）

 成すること。

 ○　設置

・　看板の名称（内容）等に従い、競技会場内の適宜な場所に設置することとし、

 次に示す期間中は、設営された状態を維持すること。

 　　　　　　○　バランス競技会場

 　　　　　　　◇　10月10日（土）午前11時00分 ～ 競技終了時間（同日午後０時40分頃）

 　　　　　　○　トライアル競技会場

 　　　　　　　◇　10月10日（土）午後２時30分 ～ 競技終了時間（同日午後３時45分頃）

 　　　　　　○　不整地競技会場

 　　　　　　　◇　10月11日（日）午前９時30分 ～ 競技終了時間（同日午前10時20分頃）

 　　　　　　○　スラローム競技会場

 　　　　　　　◇　10月11日（日）午後０時00分 ～ 競技終了時間（同日午後２時00分頃）

 ○　撤去

 ・　次に示す期間中に撤去すること。

 　　　　　　○　バランス競技会場

 　　　　　　　◇　競技終了時間 ～ 10月10日（土）午後２時00分

 　　　　　　○　トライアル競技会場

 　　　　　　　◇　競技終了時間 ～ 10月10日（土）午後６時00分

 　　　　　　○　不整地競技会場

 　　　　　　　◇　競技終了時間 ～ 10月11日（日）午後０時30分

 　　　　　　○　スラローム競技会場

 　　　　　　　◇　競技終了時間 ～ 10月11日（日）午後３時30分

 (2)　その他

設置した看板については、落下又は転倒の防止措置を執るものとし、これらにより人

 又は物に損害を与えた場合の賠償については、一切を負担すること。

 ２　設置看板一覧表及び見取図の作成及び提出

 本契約締結後速やかに 次に示す資料を作成の上 警察庁担当者に提出するものとする、 、 。

 (1)　設置看板一覧表

 設置する看板の名称（内容 、大きさ及び枚数を記載した一覧表とすること。）

 なお、当該一覧表には、看板のデザインが分かる写真等を添付すること。
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 (2)　設置見取図

 看板の設置位置を示した見取図とすること。

 ３　計画表の作成及び提出

本大会開催１か月前までに、大会会場内看板の作成、設置及び撤去に関する計画表を作

 成の上、警察庁担当者に提出するものとする。

 

 第７　大会運営の補助に関する業務の委託

 １　会場内における大会関係者等の車両搬送

会場内における主任審判員、審判員、選手、来賓及び招待者（以下「大会関係者等」と

 いう ）の車両搬送に関し委託する業務については、次のとおりとする。。

 (1)　審判員等搬送用車両の手配

次に示す期間中、主任審判員及び審判員（以下「審判員等」という ）の搬送用とし。

て、大型乗用自動車（40程度以上の座席（補助席を除く ）を有すること。以下同じ ）。 。

 をそれぞれの台数使用できるよう手配するものとする。

 　　　◇　10月８日（木）午後０時00分 ～ 同日午後５時30分　　２台

 　　　◇　10月９日（金）午前９時00分 ～ 同日午後５時30分　　２台

 　　　◇　10月10日（土）午前８時30分 ～ 同日午後４時30分　　２台

 　　　◇　10月11日（日）午前８時00分 ～ 同日午後４時00分　　２台

 (2)　選手搬送用車両の手配

次に示す期間中、選手の搬送用として、大型乗用自動車をそれぞれの台数使用できる

 よう手配するものとする。

 　　　◇　10月10日（土）午前10時00分 ～ 同日午後４時00分　　３台

 　　　◇　10月11日（日）午前８時00分 ～ 同日午後３時00分　　３台

 (3)　来賓等搬送用車両の手配

次に示す期間中、来賓及び招待者（以下「来賓等」という ）の搬送用として、中型。

乗用自動車（25程度の座席を有すること ）をそれぞれの台数使用できるよう手配する。

 ものとする。

 　　　◇　10月10日（土）午前10時00分 ～ 同日午後５時00分　　１台

 　　　◇　10月11日（日）午前９時00分 ～ 同日午後５時00分　　１台

 (4)　搬送経路見取図、運行計画表及び車両一覧表の作成及び提出

本大会開催２か月前までに、警察庁担当者から、各行事の進行に関する資料等を受領

 し、それに基づき次に示す資料を作成の上、警察庁担当者に提出するものとする。

 　　　○　搬送経路見取図

 　　　　　次に示す区間の搬送経路及び所要時間を示した見取図とすること。

 　　　　・　審判員等の搬送区間は 集合場所 各審判講習実施場所及び各競技会場間とする、 、 。

 　　　　・　選手の搬送区間は、集合場所及び各競技会場間とする。

　　　　・　来賓等の搬送区間は、集合場所、各競技会場、開会式会場及び閉会式会場間とす

 　　　　　る。

 　　　○　運行計画表

 　　　　　上記搬送経路見取図に応じた運行を記載した計画表とすること。
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 　　　○　車両一覧表

　　　　　手配した各搬送用車両の自動車登録番号（自動車登録番号がない場合には、車両を

 　　　　特定できる番号等）を記載した一覧表とすること。

　　　　　なお、当該一覧表については、上記第４の２に示した一覧表と同一資料としても差

 　　　　し支えない。

 (5)　運行計画表等に基づく運行

作成した各搬送経路見取図及び運行計画表に基づき、手配した各搬送用車両を運行す

 るものとする。

なお、当該運行は、運行する車両を運転することができる自動車運転免許証を受けて

 いる者に行わせること。

 ２　会場外における大会運営係員及び審判員等の車両搬送

会場外における大会運営係員及び審判員等の車両搬送に関し委託する業務については、

次のとおりとする。ただし、本業務の委託は、大会会場と下記６に示す宿泊施設との移動

 所要時間が、徒歩で10分程度を超える場合に限り行うこと。

 (1)　搬送用車両の手配

次に示す期間中、大型乗用自動車をそれぞれの台数使用できるよう手配するものとす

 る。

 　　　◇　10月８日（木）午前８時30分 ～ 同日午後６時00分　　２台

 　　　◇　10月９日（金）午前８時00分 ～ 同日午後６時00分　　２台

 　　　◇　10月10日（土）午前７時30分 ～ 同日午後５時30分　　３台

 　　　◇　10月11日（日）午前７時30分 ～ 同日午後６時30分　　３台

 (2)　搬送経路見取図、運行計画表及び車両一覧表の作成及び提出

本大会開催２か月前までに、次に示す資料を作成の上、警察庁担当者に提出するもの

 とする。

 　　　○　搬送経路見取図

 　　　　　大会会場と宿泊施設間の搬送経路及び所要時間を示した見取図とすること。

 　　　○　運行計画表

 　　　　　上記搬送経路見取図に応じた運行を記載した計画表とすること。

 　　　○　車両一覧表

 　　　　　手配した搬送用車両の自動車登録番号を記載した一覧表とすること。

　　　　　なお、当該一覧表については、上記第４の２に示した一覧表と同一資料としても差

 　　　　し支えない。

 (3)　運行計画表等に基づく運行

作成した搬送経路見取図及び運行計画表に基づき、手配した搬送用車両を運行するも

 のとする。

 ３　競技車両への給油

 競技車両への給油に関し委託する業務については、次のとおりとする。

 (1)　燃料の手配

 大会当日までに、競技車両へ給油する燃料を相当量手配するものとする。

 なお、当該燃料の購入及び搬送に要した費用等の一切を負担すること。
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 (2)　手配した燃料の給油

大会当日までに、各競技車両の燃料タンクが満タンになるよう手配した燃料を給油す

 るものとする。

 ４　タイム計測の補助

 タイム計測の補助に関し委託する業務については、次のとおりとする。

 (1)　各走行タイムの計測

、 、各競技において 上記第５の１の(1)に示すとおり設営されたタイム計測装置により

 次に示す区間の走行タイムを計測するものとする。

 　　　○　バランス競技における応用バランスコースの走行タイム

 　　　○　バランス競技におけるナローコースの走行タイム

 　　　○　不整地競技における走行タイム

 　　　○　スラローム競技における走行タイム

 (2)　計測タイムの記載及び連絡

各タイム計測結果を 警察庁担当者が配布する採点表に記載の上 上記第３の１の(2)、 、

 のイの(ｴ)に示す広報用ブースに配置する警察庁担当者に連絡するものとする。

 ５　大会運営係員、審判員等の宿泊施設の予約

大会運営係員、審判員等の宿泊施設の予約に関し委託する業務については、次のとおり

 とする。

 (1)　宿泊施設の手配

本大会開催２か月前までに、大会会場内又は大会会場から車両利用で30分程度以内の

 場所に所在し、次に示す人数が宿泊可能である宿泊施設を手配するものとする。

なお、客室については原則として１人につき１室とし、宿泊代金については１人１泊

 当たり11,000円以下とすること。

 　　　◇　10月６日（火）から１泊　　１人程度

 　　　◇　10月７日（水）から１泊　　70人程度

 　　　◇　10月８日（木）から１泊　  70人程度

 　　　◇　10月９日（金）から１泊　  80人程度

 　　　◇　10月10日（土）から１泊　 140人程度

 　　　◇　10月11日（日）から１泊　  15人程度

 　　　◇　10月12日（月）から１泊　　１人程度

 　　　◇　10月13日（火）から１泊　　１人程度

 (2)　宿泊施設に関する資料の作成及び提出

宿泊施設の手配終了後速やかに、当該宿泊施設の「名称 「所在地 「電話番号 、」、 」、 」

「客室備品 「宿泊料金の支払い方法（領収書、宿泊証明書等の受領方法を含む 、」、 。）」

「最寄り駅までの交通手段及び料金」及び「大会会場からの経路」が示された資料を、

 警察庁担当者に提出するものとする。

 (3)　宿泊施設の予約

本大会開催３週間前までに、警察庁担当者から、宿泊予定者の氏名等が記載された一

 覧表を受領し、それに基づき宿泊施設の予約を行うものとする。

 (4)　宿泊者名簿の作成及び提出
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宿泊施設の予約終了後速やかに、当該宿泊予定者の客室番号を記載した宿泊者名簿を

 作成の上、警察庁担当者に提出するものとする。

 ６　大会運営係員、審判員等用の昼食納入業者の選定

大会運営係員、審判員等用の昼食納入業者の選定に関し委託する業務については、次の

 とおりとする。

 (1)　納入業者の選定

 次に示す人数の昼食用弁当が予約可能である納入業者を選定するものとする。

 　　　◇　10月10日（土）　 850人程度

 　　　◇　10月11日（日）　 850人程度

 (2)　資料の提出

本大会開催２か月前までに、当該納入業者の「名所 「所在地 「電話番号」及び」、 」、

 「メニュー案」が示された資料を、警察庁担当者に提出するものとする。

 　７　熱中症対策

　　　大会期間中、選手等が待機又は休憩中に暑さを回避できる場所として、未使用の部屋や

 大型乗用自動車を適宜解放し、熱中症対策として使用できるような措置を講じること。

 　８　ウェブサイト更新作業補助等

　　　大会期間中は、大会特設ウェブサイトに大会当日の競技結果等を反映させるための更新

 作業の補助を行うこと。

 

 第８　一般事項

１　仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、警察庁担当者と協議すること。

また、事前確認、業務の進捗確認に関する打合せについても調整の上実施し、開催に支障

 がないよう万全の配慮をすること。

 ２　請負者は業務の終了後、速やかに業務完了報告書を担当官に提出すること。

３　警察庁担当者からの指示、連絡を受けることが可能な担当者１人以上の緊急連絡先を通

 知すること。

４　知り得た個人情報又は業務に関する一切の情報について、厳に秘密を保持し、これらを

 第三者に開示又は漏洩しないこと。

 ５　警察庁担当者から別途指示を受けた場合はこれに従うこと。

 ６　警察庁担当者の指示を履行するために発生した費用については、一切を負担すること。

 ７　発生した廃棄物については、確実に処分すること。

 ８　関係法令を遵守し、契約の履行に当たること。

 

 第９　大会概要案

 　　　別紙３のとおり

以　上　　
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 第55 回全国白バイ安全運転競技大会の大会会場借上げ等仕様書56

 

 第１　仕様総説

本仕様書は、令和７ 年10月11 日（土）及び12 日（日）の２日間、警察庁主催で行う８ 10 11

第55 回全国白バイ安全運転競技大会（以下「白バイ大会」という ）の開催及びこれに伴56 。

う各種会議、講習等の開催に関し、各競技会場、施設及び車両の借上げ、競技コース等の設

計及び設営、大会会場内看板の作成及び設置、大会運営の補助等にかかる業務委託の内容に

 ついて規定したものである。

 

 第２　大会会場の立地条件等

各競技会場及び施設（以下「大会会場」という ）については、同一敷地内に有すること。

とし、周辺道路の渋滞緩和のため、公共交通機関の利用が可能な立地であること。また、大

 会期間中は、来場者用の駐車場1,000台程度及び休憩所が確保できること。

 

 第３　大会会場の借上げ

 １　各競技会場の要件等

 借り上げる各競技会場の要件等については、次のとおりとする。

 (1)　各競技会場の借上げ期間及び要件

 各競技会場については、次に示す期間及び要件の下で借り上げるものとする。

 ア　バランス走行操縦競技（以下「バランス競技」という ）会場。

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月10 日（金）午前９ 時00 分 ～ 同日午後０時00分　　１会場９ 10 30

 ◇　10月10日（金） 午後３ 時00 分 ～ 同日午後５ 時00分　　１会場  ２ 30 ４

 ◇　10月11 日（土）午前10時00 分 ～ 同日午後１時00分    １会場10 30

 ○　要件

 ・　平坦にアスファルト舗装された路面であること。

 ・　次に示す広さを有すること。

別紙１－１に示す競技コース（以下、この項において「競技コース」とい◇　

 う ）を１列で設定する場合。

 長さ300メートル程度、幅25メートル程度

 ◇　 競技コースを２列で設定する場合

 長さ220メートル程度、幅50メートル程度

 ◇　 競技コースを３列で設定する場合

 長さ170メートル程度、幅75メートル程度

 イ　トライアル走行操縦競技（以下「トライアル競技」という ）会場。

 ○　期間及び必要数

 ・　10月９ 日（木）午後３ 時00 分 ～ 同日午後５ 時00 分　　１会場８ ０ 30 １ 30

 ・　10月10日（金）午後４時30分 ～ 同日午後５時00分　　１会場

 ・　10月11 日（土）午後２ 時00分 ～ 同日午後４時00分　　１会場10 １

 ○　要件
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 ・　土の路面であること。

 ・　別紙１－２に示す競技コースを設定する広さを有すること。

 ウ　不整地走行操縦競技（以下「不整地競技」という ）会場。

 ○　期間及び必要数

   ◇　10月９ 日（木）午後１ 時00分 ～ 同日午後２ 時30 分　　１会場８ ２ ３ 00

 ◇　10月12 日（日）午前８時30 分 ～ 同日午前10時30分　　１会場11 00

 ○　要件

 ・　土の路面であること。

 ・　別紙１－３に示す競技コースを設定する広さを有すること。

 エ　傾斜走行操縦（スラローム）競技（以下「スラローム競技」という ）会場。

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月９ 日（木）午前 11 時00 分 ～ 同日午後０ 時00分　　１会場８ 午後 ３ 30 ５

 ◇　10月10 日（金）午後３時00 分 ～ 同日午後５ 時00 分　　１会場９ 30 ４ 30

 ◇　10月12 日（日）午後 ０ 時00 分 ～ 同日午後２時00 分　　１会場11 前 11 30 30

 ○　要件

 ・　平坦にアスファルト舗装された路面であること。

 ・　別紙１－４に示す競技コースを設定する広さを有すること。

 (2)　その他の要件

 上記(1)に示すもののほか、次の要件を満たすものとする。

ア　各競技会場においては、それぞれ実施することとしている競技以外の競技を実施し

 ないこと。

イ　次に示す付随施設を設置することができる場所を、それぞれに示す要件の下で整備

すること。ただし、当該場所については他の競技会場のそれと併用できるものとし、

 また、既設のものがある場合にはこれに替えることができる。

 (ｱ)　役員待機所

競技の進行状況を監視することが可能な場所に位置し、テント２帳（テント１帳

の大きさは、幅３間、奥行き２間とする。以下同じ ）を設置することが可能な広。

 さを有すること。

 (ｲ)　選手待機所

競技コースのスタート地点の周辺に位置し、テント３帳を設置することが可能な

 広さを有すること。

 (ｳ)　車両検査所

競技コースのゴール地点の周辺に位置し、テント１帳を設置することが可能な広

 さを有すること。

 (ｴ)　広報用ブース

競技の進行状況を監視することが可能な場所に位置し、テント２帳を設置するこ

 とが可能な広さを有すること。

ウ　各競技会場に近接した場所に、全長100メートル程度で、選手15人程度が同時に競

 技車両に乗車して、走行することが可能な練習走行場を整備すること。

 ２　各施設の要件等
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 借り上げる各施設の要件等については、次のとおりとする。

 (1)　各施設の借上げ期間及び要件

 各施設については、次に示す期間及び要件の下で借り上げるものとする。

 ア　現地打合せ会議用会議室

 ○　期間及び必要数

◇　次に示す時期のうちのそれぞれ１日とし、時間についてはおおむね５時間程度　

 １会場　

 　・　本契約締結後適当な時期

 　・　８月下旬から９月中旬の時期

 ○　要件

 ・　屋内の施設であること。

・　机及び椅子50式（長机１台に対し椅子３脚で３式としても差し支えないものと

する。以下同じ 、黒板又はホワイトボード１台、マイク２本及び当該マイク。）

 用の拡声装置１式が設置されていること。

 ・　電話１回線の使用が可能であること。

 イ　審判講習用、審判打合せ会議用及び監督会議用会場

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月９ 日（木）午前９時00分 ～ 同日午前10 時30 分８ 11 00

 ◇　10月10 日（金）午後１ 時00分 ～ 同日午後２時30分　　１会場９ ０

 ○　要件

 ・　屋内の施設であること。

 ・　別紙１－５に示す各設備を設置する広さを有すること。

・　机及び椅子100式、黒板又はホワイトボード１台、マイク２本、当該マイクの

 拡声装置１式、プロジェクター１基及びスクリーン１台が設置されていること。

 ・　電話１回線の使用が可能であること。

 ウ　晴天時の開会式会場

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月10 日（金）午後 ３ 時00分 ～ 同日午後５時00分（リハーサル ）９ 前 10 準備

 　　10月11 日（土）午前10 時00分 ～ 同日午前10時30分（本番）　　１会場10 ８

 ○　要件

 ・　平坦にアスファルト舗装された路面であること。

・　長さ220メートル程度、幅50メートル程度の広さを有すること。ただし、この

うち幅15メートル程度については、アスファルト路面であることを要せず、芝生

 が整備された地面がある場合にはこれに替えることができる。

・　警察庁担当者が指定する場所に、マイク２本及び当該マイクの拡声装置１式を

 設置すること。

 エ　雨天時の開会式及び全天候時の閉会式会場

 　○　期間及び必要数

　　◇　10月10 日（金）午前９時00分 ～ 11日（土）午前９ 同日午後５時00分（準備）

 11時00分
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 　　　　10月10日（土）午前８時00分 ～ 同日午前10時30分（本番）　　１会場

 　　◇　10月12 日（日）午後２ 時30 分 ～ 同日午後８時00分11 １ 00

 　○　要件

 　　・　平坦に舗装された路面であること。

 　　・　長さ150メートル、幅100メートル程度の広さを有すること。

　　・　警察庁担当者が指定する場所に、マイク２本及び当該マイクの拡声式１式を設

 置すること。

 オ　車庫

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月７ 日（火）午前９時00分 ～ 14 日（火）午後３時00分　　１棟６ 13

 ○　要件

（ （ ）・　競技車両62 台 大型自動二輪車32台及び普通自動二輪車 オフロード二輪車72

 30 台）の保管及び点検整備が可能な広さを有すること。40

・　保管された競技車両等に対する盗難防止措置が図られて、かつ、風雨による影

 響を受けない構造を有すること。

 カ　大会本部室

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月８ 日（水）午後１時00分 ～ 13 日（月）午後１時00分　　１室７ 12

 ○　要件

 ・　屋内の施設であること。

 ・　机及び椅子30式、黒板又はホワイトボード１台が設置されていること。

 ・　電話１回線の使用が可能であること。

 ・　臨時電話及び臨時ファックス各１回線の架設が可能であること。

 ・　携帯用拡声器（トランジスタメガホン）４台を備え付けること。

 キ　記録室

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月９ 日（木）午前10時00分 ～ 12 日（日）午後８ 時00分　　１室８ 11 ７

 ○　要件

 ・　屋内の施設であること。

 ・　机及び椅子30式並びに黒板又はホワイトボード１台が設置されていること。

 ・　電話１回線の使用が可能であること。

・　パソコン（本体の移動が比較的容易で、OSはWindow Vista以上とし、Excel2007

及びWord2007以上がインストール済みであり、USB及びCD/DVDドライブが使用で

 きるもの ３台及びこれに接続されたプリンター１台の使用が可能であること。） 。

 ク　開催都道府県警察関係者用控室

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月９ 日（木）午前８時00分 ～ 12 日（日）午後８ 時00分　　２室８ 11 ７

 ○　要件

 ・　屋内の施設であること。

 ・　机及び椅子30式、黒板又はホワイトボード１台が設置されていること。



- 5 -

 ・　電話１回線の使用が可能であること。

 ・　臨時電話及び臨時ファックス各１回線の架設が可能であること。

 ケ　イベント関係者用控室

 　○　期間及び必要数

 　　◇　10月９日（木）午前８時00分 ～ 11日（土）午後８時00分　１室

 　○　要件

 　　・　屋内の施設であること。

 　　・　机及び椅子30式並びに黒板又はホワイトボード１台が設置されていること。

 　　・　電話１回線の使用が可能であること。

 　　・　臨時電話及び臨時ファックス各１回線の架設が可能であること。

 コ 　来賓用控室ケ

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月11 日（土）午前８時00分 ～ 12 日（日）午後６時00分　　３ 室10 11 ２

 ○　要件

 ・　屋内の施設であること。

・　椅子10脚及びこれに相応する机又はテーブル（白色テーブルクロスを敷いたも

 の）相当数、黒板又はホワイトボード１台が設置されていること。

 ・　湯茶セット相当数を用意すること。

 ・　電話１回線の使用が可能であること。

 サ 　報道関係者用控室コ

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月11 日（土）午前８時00分 ～ 12 日（日）午後６時00分　　１室10 11

 ○　要件

 ・　屋内の施設であること。

 ・　椅子30脚及びこれに相応する机又はテーブル相当数が設置されていること。

 シ 　医務室サ

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月11 日（土）午前10時00分 ～ 12 日（日）午後４時00分　　１室10 11

 ○　要件

 ・　屋内の施設であること。

・　外部から見えないようカーテン等が設営されていること。ただし、構造的に外

 部から見えない場合はこの限りでない。

 ・　机及び椅子１式並びにベッド１床が設置されていること。

 ス 　筆耕者用室シ

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月12 日（日）午前９時00分 ～ 同日午後６時00分　　１室11

 ○　要件

 ・　屋内の施設であること。

 ・　机及び椅子２式が設置されていること。

 セ　警備員用控室
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 ○　期間及び必要数

 ◇　10月11日（土）午前７時00分 ～ 12日（日）午後６時00分　　１室

 ○　要件

 ・　屋内の施設であること。

 ・　椅子25脚及びこれに相応する机又はテーブル相当数が設置されていること。

 ソ 　選手及び大会運営係員用駐車場ス

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月11 日（土）午前７時00分 ～ 12 日（日）午後８時00分　　１か所10 11

 ○　要件

・　350台程度の駐車が可能であること。ただし、１か所で確保することが困難な

 場合には数か所に分けることができる。

 (2)　その他の要件

 上記(1)に示すもののほか、次の要件を満たすものとする。

 ア　各施設内に設置されている設備は、いずれも使用が可能な状態であること。

イ　各施設は他の施設等と併用しないこと。ただし、上記(1)のウについては、いずれ

 かの競技会場と一部併用することができる。

 ウ　上記(1)のキと同一の屋内施設に、次に示す設備を設置すること。

 ・　コピー機１台

・　上記(1)に示す各施設が所在する屋内施設及び大会会場内への一斉放送が可能な

 放送設備１式

 エ　上記(1)のサ は 来賓用受付を設置できるロビー等を有する屋内施設にあることコ 、 。

 ３　大会会場見取図及び施設一覧表の作成及び提出

 本契約締結後速やかに 次に示す資料を作成の上 警察庁担当者に提出するものとする、 、 。

 (1)　大会会場見取図

 各競技会場及び施設の位置関係を示した見取図とすること。

 (2)　大会会場施設一覧表

各競技会場及び施設の名称、大きさ、収容人員又は台数及び設備品を記載した一覧表

 とすること。

 

 第４　車両の借上げ

 １　各車両の要件等

 借り上げる各車両の要件等については、次のとおりとする。

 (1)　各車両の借上げ期間及び要件

 各車両については、次に示す期間及び要件の下で借り上げるものとする。

 ア　普通乗用自動車（大会運営係員用）

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月９ 日（木）午後１時00分 ～ 同日午後５時00分　　１台８

 ◇　10月10 日（金）午前８時00分 ～ 同日午後５時00分　　１台９

 ◇　10月11 日（土）午前７時00分 ～ 同日午後５時00分　　５ 台10 ６

 ◇　10月12 日（日）午前７時00分 ～ 同日午後６時00分　　５ 台11 ６
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 ○　要件

 ・　後部座席の使用が可能であること。

 ・　大会関係車両であることが明らかに判別できる外観を有していること。

 イ　普通乗用自動車（来賓及び招待者送迎用）

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月11 日（土）午前８時00分 ～ 同日午後６時00分　　２台10

 ◇　10月12 日（日）午前７時00分 ～ 同日午後６時00分　　２台11

 ○　要件

 ・　後部座席の使用が可能であること。

 ウ　普通貨物自動車（負傷者搬送用）

 　○　期間及び必要数

 　　◇　10月10日（土）午前11時00分 ～ 同日午後５時00分　　１台

 　　◇　10月11日（日）午前８時00分 ～ 同日午後３時00分　　１台

 ウ 　大型自動二輪車（審判講習及び進行係用）エ

 ○　期間及び必要数

 　◇　10月９ 日（木）午前８時00分 ～ 同日午後６時00分　　10台８

 ◇　10月10 日（金）午前９時00分 ～ 同日午後５時00分　　10台９

 ◇　10月11 日（土）午前８時00分 ～ 同日午後５時00分　　10台10

 ◇　10月12 日（日）午前８時00分 ～ 同日午後６時00分　　10台11

 　　　　○　要件

 ・　競技車両と同型の車両で、赤色灯を装備した車両であること。

 エ 　普通自動二輪車（オフロード二輪車 （審判講習及び進行係用）オ ）

 ○　期間及び必要数

 　◇　10月９ 日（木）午前８時00分 ～ 同日午後６時00分　　 10台８ ５

 ◇　10月10 日（金）午前９時00分 ～ 同日午後５時00分　　 10台９ ５

 ◇　10月11 日（土）午前８時00分 ～ 同日午後５時00分　　 10台10 ５

 ◇　10月12 日（日）午前８時00分 ～ 同日午後６時00分　　 10台11 ５

 　　　　○　要件

・　競技車両と同型の車両であること 。ただし、台数に限りがあり、が望ましいが

他にトライアル走行をできる構造を有する二輪車がある場合には、これに替える

 ことができる。

 オ 　普通自動二輪車（オフロード二輪車 （記録係用）カ ）

 ○　期間及び必要数

 ◇　10月11 日（土）午前10時00分 ～ 同日午後５時00分　  ２台10

 ◇　10月12 日（日）午前８時00分 ～ 同日午後５時00分　　２台11

 ○　要件

 ・　オフロードタイプの車両であること。

 カ 　原動機付自転車（進行係及び記録係用）キ

 ○　期間及び必要数

 　◇　10月９ 日（木）午前８時00分 ～ 同日午後５時00分　　５台８
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 ◇　10月10 日（金）午前８時00分 ～ 同日午後５時00分　　10台９

 ◇　10月11 日（土）午前10時00分 ～ 同日午後５時00分　　10台10

 ◇　10月12 日（日）午前８時00分 ～ 同日午後５時00分　　10台11

 ○　要件

 ・　スクータータイプの車両であること。

 キ 　自転車（大会運営係員用）ク

 ○　期間及び必要数

 　◇　10月９ 日（木）午前８時00分 ～ 同日午後５時00分　　10台８

 ◇　10月10 日（金）午前８時00分 ～ 同日午後５時00分　　10台９

 ◇　10月11 日（土）午前８時00分 ～ 同日午後５時00分　  10台10

 ◇　10月12 日（日）午前８時00分 ～ 同日午後５時00分　　10台11

 ○　要件

 ・　軽快車であること。

 (2)　その他の要件

 上記(1)に示すもののほか、次の要件を満たすものとする。

ア　借上げ中に故障等により運用ができなくなった場合は、速やかに代替え車両を用意

 すること。

イ　運行に要する燃料その他運行により生じる消耗に関する費用及び故障が生じた場合

 の修理に関する費用の一切を負担すること。

 ２　車両一覧表の作成及び提出

、 （ 、本大会開催２か月前までに 各車両の自動車登録番号 自動車登録番号がない場合には

車両を特定できる番号等）を記載した一覧表を作成の上、警察庁担当者に提出するものと

 する。

 

 第５　競技コースの設計、設営及び撤去に関する業務の委託

 １　委託する業務

 競技コースの設計、設営及び撤去に関し委託する業務については、次のとおりとする。

 (1)　各競技コースの設計、設営及び撤去

 各競技コースについては、次に示すとおり設計、設営及び撤去するものとする。

 ア　バランス競技コース

 ○　設計

 ・　別添１－１に示す要件の下、各競技コースを設計すること。

 ○　設営

・　設計した内容に従いコースを設営することとし、次に示す期間中は設営された

 状態を維持すること。

◇　10月10 日（金）午後２時00 分 ～ 10月11 日（土）午９ 30 競技終了時間（ 10

 後１時00分頃）

なお、次に示した日時には、これに合わせて、規制線（杭及びロープ又はテー

プにより、競技コースと来場者スペースとの間を隔てるもので、おおむね10メー

 トル程度を確保するものとする。以下同じ ）を設置すること。。
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 ◇　10月11 日（土）午前11時00分 ～ 競技終了時間（同日午後１時00分頃）10

 ○　撤去

 ・　次に示す期間中に、設営したコース及び規制線を撤去すること。

 ◇　競技終了時間 ～ 10月11 日（土）午後２時00分10

 イ　トライアル競技

 ○　設計

 ・　別添１－２に示す要件の下、各競技コースを設計すること。

 ○　設営

・　設計した内容に従いコースを設営することとし、次に示す期間中は設営された

 状態を維持すること。

◇　10月10日（金 ）午後０ 時00分 ～ 競技終了時間（11日（土） 午後土 １ 同日

 ３ 時30 分頃）４ 00

 なお、次に示した日時には、これに合わせて、規制線を設置すること。

10 １ 30 45◇　10月11 日（土）午後２ 時15 分 ～ 競技終了時間（同日午後３時30

 分頃）

 ○　撤去

 ・　次に示す期間中に、設営したコース及び規制線を撤去すること。

 ◇　競技終了時間 ～ 10月11 日（土）午後６時00分10

 ウ　不整地競技

 ○　設計

 ・　別添１－３に示す要件の下、各競技コースを設計すること。

 ○　設営

・　設計した内容に従いコースを設営することとし、次に示す期間中は設営された

 状態を維持すること。

 なお、これに合わせて、規制線を設置すること。

 ◇　10月12 日（日）午前８時30分 ～ 競技終了時間（同日午前10時30分頃）11

 ○　撤去

 ・　次に示す期間中に、設営したコース及び規制線を撤去すること。

 ◇　競技終了時間 ～ 10月12 日（日）午後０時00 分11 30

 エ　スラローム競技

 ○　設計

 ・　別添１－４に示す要件の下、各競技コースを設計すること。

 ○　設営

・　設計した内容に従いコースを設営することとし、次に示す期間中は設営された

 状態を維持すること。

◇　10月10 日（金）午後２時00分 ～ 競技終了時間（12 日（日）午後２時９ 11

 00分頃）

 なお、次に示した日時には、これに合わせて、規制線を設置すること。

 ◇　10月12 日 金 午後０時00分 ～ 競技終了時間 同日午後２時00分頃11 日（ ） （ ）

 ○　撤去



- 10 -

 ・　次に示す期間中に、設営したコース及び規制線を撤去すること。

 ◇　競技終了時間 ～ 10月12 日（日）午後３時30分11

 (2)　その他

コース設営後、上記(1)の各項に示した期間以外は、大会運営関係者以外の者がコー

 スを確認できる場所に進入することのないよう措置を執るものとする。

 ２　計画表の作成及び提出

、 、 、本契約締結後速やかに 各競技コースの設計 設営及び撤去に関する計画表を作成の上

 警察庁担当者に提出するものとする。

 ３　設計図の作成及び提出

本大会開催１か月前までに、各競技コースの設計図を作成の上、警察庁担当者に提出す

 るものとする。

 なお、当該設計図には、設営に必要な資機材及び数量を記載すること。

 

 第６　大会会場内看板の作成、設置及び撤去に関する業務の委託

 １　委託する業務

大会会場内看板の作成、設置及び撤去に関し委託する業務については、次のとおりとす

 る。

 (1)　各大会会場内看板の作成、設置及び撤去

 各大会会場内看板については、次に示すとおり作成、設営及び撤去するものとする。

 ア　会場案内、交通規制及び駐車場案内関係

 ○　作成

・　別紙２の番号１から36及び番号49から53に示す看板の名称（内容 、大きさ、）

 枚数等に従い、作成すること。

 ○　設置

 ・　看板の名称（内容）等に従い、大会会場内の適宜な場所に設置すること。

 ○　撤去

 ・　設置の必要がなくなったものから、適宜撤去すること。

 イ　競技会場関係

 ○　作成

・　別紙２の番号37から48に示す看板の名称（内容 、大きさ、枚数等に従い、作）

 成すること。

 ○　設置

・　看板の名称（内容）等に従い、競技会場内の適宜な場所に設置することとし、

 次に示す期間中は、設営された状態を維持すること。

 ○　バランス競技会場

 ◇　10月11 日 土 午前11時00分 ～ 競技終了時間 同日午後０時40分頃10 （ ） （ ）

 ○　トライアル競技会場

10 30 45◇　10月11 日（土）午後２時15 分 ～ 競技終了時間（同日午後３時30

 分頃）

 ○　不整地競技会場
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◇　10月12 日（日）午前９時30分 ～ 競技終了時間（同日午前10時30 分11 20

 頃）

 ○　スラローム競技会場

 ◇　10月12 日 日 午後０時00分 ～ 競技終了時間 同日午後２時00分頃11 （ ） （ ）

 ○　撤去

 ・　次に示す期間中に撤去すること。

 ○　バランス競技会場

 ◇　競技終了時間 ～ 10月11 日（土）午後２時00分10

 ○　トライアル競技会場

 ◇　競技終了時間 ～ 10月11 日（土）午後５ 時00分10 ６

 ○　不整地競技会場

 ◇　競技終了時間 ～ 10月12 日（日）午後０時30分11

 ○　スラローム競技会場

 ◇　競技終了時間 ～ 10月12 日（日）午後３時30分11

 (2)　その他

設置した看板については、落下又は転倒の防止措置を執るものとし、これらにより人

 又は物に損害を与えた場合の賠償については、一切を負担すること。

 ２　設置看板一覧表及び見取図の作成及び提出

 本契約締結後速やかに 次に示す資料を作成の上 警察庁担当者に提出するものとする、 、 。

 (1)　設置看板一覧表

 設置する看板の名称（内容 、大きさ及び枚数を記載した一覧表とすること。）

 なお、当該一覧表には、看板のデザインが分かる写真等を添付すること。

 (2)　設置見取図

 看板の設置位置を示した見取図とすること。

 ３　計画表の作成及び提出

本大会開催１か月前までに、大会会場内看板の作成、設置及び撤去に関する計画表を作

 成の上、警察庁担当者に提出するものとする。

 

 第７　大会運営の補助に関する業務の委託

 １　会場内における大会関係者等の車両搬送

会場内における主任審判員、審判員、選手、来賓及び招待者（以下「大会関係者等」と

 いう ）の車両搬送に関し委託する業務については、次のとおりとする。。

 (1)　審判員等搬送用車両の手配

次に示す期間中、主任審判員及び審判員（以下「審判員等」という ）の搬送用とし。

て、大型乗用自動車（40程度以上の座席（補助席を除く ）を有すること。以下同じ ）。 。

 をそれぞれの台数使用できるよう手配するものとする。

 ◇　10月９ 日（木）午後１ 時00分 ～ 同日午後５時30分　　２台８ ０

 ◇　10月10 日（金）午前９時00分 ～ 同日午後７ 時30分　　２台９ ５

 ◇　10月11 日（土）午前８時30分 ～ 同日午後４時30分　　２台10

 ◇　10月12 日（日）午前８時00分 ～ 同日午後４時00分　　２台11
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 (2)　選手搬送用車両の手配

次に示す期間中、選手の搬送用として、大型乗用自動車をそれぞれの台数使用できる

 よう手配するものとする。

 ◇　10月11 日（土）午前10時00分 ～ 同日午後４時00分　　３台10

 ◇　10月12 日（日）午前９ 時00分 ～ 同日午後 時00分　　３台11 ８ ３

 (3)　来賓等搬送用車両の手配

次に示す期間中、来賓及び招待者（以下「来賓等」という ）の搬送用として、中型。

乗用自動車（25程度の座席を有すること ）をそれぞれの台数使用できるよう手配する。

 ものとする。

 ◇　10月11 日（土）午前10時00分 ～ 同日午後５時00分　　１台10

 ◇　10月12 日（日）午前９時00分 ～ 同日午後５時30 分　　１台11 00

 (4)　搬送経路見取図、運行計画表及び車両一覧表の作成及び提出

本大会開催２か月前までに、警察庁担当者から、各行事の進行に関する資料等を受領

 し、それに基づき次に示す資料を作成の上、警察庁担当者に提出するものとする。

 ○　搬送経路見取図

 次に示す区間の搬送経路及び所要時間を示した見取図とすること。

・　審判員等の搬送区間は、集合場所、各審判講習実施場所及び各競技会場間とす

 る。

 ・　選手の搬送区間は、集合場所及び各競技会場間とする。

・　来賓等の搬送区間は、集合場所、各競技会場、開会式会場及び閉会式会場間と

 する。

 ○　運行計画表

 上記搬送経路見取図に応じた運行を記載した計画表とすること。

 ○　車両一覧表

手配した各搬送用車両の自動車登録番号（自動車登録番号がない場合には、車両

 を特定できる番号等）を記載した一覧表とすること。

なお、当該一覧表については、上記第４の２に示した一覧表と同一資料としても

 差し支えない。

 (5)　運行計画表等に基づく運行

作成した各搬送経路見取図及び運行計画表に基づき、手配した各搬送用車両を運行す

 るものとする。

なお、当該運行は、運行する車両を運転することができる自動車運転免許証を受けて

 いる者に行わせること。

 ２　会場外における大会運営係員及び審判員等の車両搬送

会場外における大会運営係員及び審判員等の車両搬送に関し委託する業務については、

次のとおりとする。ただし、本業務の委託は、大会会場と下記６に示す宿泊施設との移動

 所要時間が、徒歩で10分程度を超える場合に限り行うこと。

 (1)　搬送用車両の手配

次に示す期間中、大型乗用自動車をそれぞれの台数使用できるよう手配するものとす

 る。
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 ◇　10月８日（水）午後５時00分 ～ 同日午後５時30分　　１台

 ◇　10月９ 日（木）午前８時30分 ～ 同日午後６時00分　　２台８

 ◇　10月10 日（金）午前８時00分 ～ 同日午後６時00分　　２台９

 ◇　10月11 日（土）午前７時30分 ～ 同日午後５時30分　　３台10

 ◇　10月12 日（日）午前７時30分 ～ 同日午後６時30分　　３台11

 (2)　搬送経路見取図、運行計画表及び車両一覧表の作成及び提出

本大会開催２か月前までに、次に示す資料を作成の上、警察庁担当者に提出するもの

 とする。

 ○　搬送経路見取図

 大会会場と宿泊施設間の搬送経路及び所要時間を示した見取図とすること。

 ○　運行計画表

 上記搬送経路見取図に応じた運行を記載した計画表とすること。

 ○　車両一覧表

 手配した搬送用車両の自動車登録番号を記載した一覧表とすること。

なお、当該一覧表については、上記第４の２に示した一覧表と同一資料としても

 差し支えない。

 (3)　運行計画表等に基づく運行

作成した搬送経路見取図及び運行計画表に基づき、手配した搬送用車両を運行するも

 のとする。

 ３　競技車両への給油

 競技車両への給油に関し委託する業務については、次のとおりとする。

 (1)　燃料の手配

 大会当日までに、競技車両へ給油する燃料を相当量手配するものとする。

 なお、当該燃料の購入及び搬送に要した費用等の一切を負担すること。

 (2)　手配した燃料の給油

大会当日までに、各競技車両の燃料タンクが満タンになるよう手配した燃料を給油す

 るものとする。

 ４　タイム計測の補助

 タイム計測の補助に関し委託する業務については、次のとおりとする。

 (1)　各走行タイムの計測

、 、各競技において 上記第５の１の(1)に示すとおり設営されたタイム計測装置により

 次に示す区間の走行タイムを計測するものとする。

 ○　バランス競技における応用バランスコースの走行タイム

 ○　バランス競技におけるナローコースの走行タイム

 ○　不整地競技における走行タイム

 ○　スラローム競技における走行タイム

 (2)　計測タイムの記載及び連絡

各タイム計測結果を 警察庁担当者が配布する採点表に記載の上 上記第３の１の(2)、 、

 のイの(ｴ)に示す広報用ブースに配置する警察庁担当者に連絡するものとする。

 ５　大会運営係員、審判員等の宿泊施設の予約
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大会運営係員、審判員等の宿泊施設の予約に関し委託する業務については、次のとおり

 とする。

 (1)　宿泊施設の手配

本大会開催２か月前までに、大会会場内又は大会会場から車両利用で30分程度以内の

 場所に所在し、次に示す人数が宿泊可能である宿泊施設を手配するものとする。

なお、客室については原則として１人につき１室とし、宿泊代金については１人１泊

 当たり11,000円以下とすること。

 ◇　10月７ 日（火）から１泊　　１人程度６

 ◇　10月８ 日（水）から１泊　　70人程度７

 ◇　10月９ 日（木）から１泊　 70人程度８  

 ◇　10月10 日（金）から１泊　 80人程度９  

 ◇　10月11 日（土）から１泊　 140人程度10

 ◇　10月12 日（日）から１泊　 15人程度11  

 ◇　10月13 日（月）から１泊　　１人程度12

 ◇　10月14 日（火）から１泊　　１人程度13

 (2)　宿泊施設に関する資料の作成及び提出

宿泊施設の手配終了後速やかに、当該宿泊施設の「名称 「所在地 「電話番号 、」、 」、 」

「客室備品 「宿泊料金の支払い方法（領収書、宿泊証明書等の受領方法を含む 、」、 。）」

「最寄り駅までの交通手段及び料金」及び「大会会場からの経路」が示された資料を、

 警察庁担当者に提出するものとする。

 (3)　宿泊施設の予約

本大会開催３週間前までに、警察庁担当者から、宿泊予定者の氏名等が記載された一

 覧表を受領し、それに基づき宿泊施設の予約を行うものとする。

 (4)　宿泊者名簿の作成及び提出

宿泊施設の予約終了後速やかに、当該宿泊予定者の客室番号を記載した宿泊者名簿を

 作成の上、警察庁担当者に提出するものとする。

 ６　大会運営係員、審判員等用の昼食納入業者の選定

大会運営係員、審判員等用の昼食納入業者の選定に関し委託する業務については、次の

 とおりとする。

 (1)　納入業者の選定

 次に示す人数の昼食用弁当が予約可能である納入業者を選定するものとする。

 ◇　10月11 日（土）　 850人程度10

 ◇　10月12 日（日）　 850人程度11

 (2)　資料の提出

本大会開催２か月前までに、当該納入業者の「名所 「所在地 「電話番号」及び」、 」、

 「メニュー案」が示された資料を、警察庁担当者に提出するものとする。

 　７　熱中症対策

　　　大会期間中、選手等が待機又は休憩中に暑さを回避できる場所として、未使用の部屋や

 大型乗用自動車を適宜解放し、熱中症対策として使用できるような措置を講じること。
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 第８　一般事項

１　仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、警察庁担当者と協議すること。

また、事前確認、業務の進捗確認に関する打合せについても調整の上実施し、開催に支障

 がないよう万全の配慮をすること。

 ２　請負者は業務の終了後、速やかに業務完了報告書を担当官に提出すること。

３　警察庁担当者からの指示、連絡を受けることが可能な担当者１人以上の緊急連絡先を通

 知すること。

４　知り得た個人情報又は業務に関する一切の情報について、厳に秘密を保持し、これらを

 第三者に開示又は漏洩しないこと。

 ５　警察庁担当者から別途指示を受けた場合はこれに従うこと。

 ６　警察庁担当者の指示を履行するために発生した費用については、一切を負担すること。

 ７　発生した廃棄物については、確実に処分すること。

 ８　関係法令を遵守し、契約の履行に当たること。

 

 第９　大会概要案

 　　　別紙３のとおり

以　上　　



 別紙１－１

 

 バランス走行操縦競技コースの要件

 

 バランス走行操縦競技コースの設定は、以下のとおりとする。

 １　競技コースの設定

競技コースの設定については、次の要素を記載の順序で含むものとし、各要素の設

 計は、別紙１－１別添の図面（以下「コース図面」という ）のとおりとする。。

なお、(4)については、同コースの開始位置から信号機の設置位置まで、一続きの直

 線上に設置すること。

  (1)　スタート地点

  (2)　応用バランスコース

 ア　パイロンスラローム

 イ　８の字コース

 ウ　狭路走行コース

 エ　小道路旋回コース

 オ　パイロンスラローム

  (3)　ナローコース

  (4)　回避制動コース

 ２　競技コースの設定資機材等

 (1)　下記(2)の資機材を設置する位置については、白色チョークを使用して競技コース

 に白線で表示する。

 (2)　競技コースの設置には、次の資機材を使用し、コース図面に示す位置に正確に設

 置する。

 　　　なお、クからシについては、動作可能な状態とすること。

 ア　スタート台 １個

 イ　後方確認板 ８枚（別紙２の番号37参照）

 ウ　パイロン 40本程度

 エ　垂直パイロン 40本程度

 オ　渡り板 ４本

 カ　渡り板の接続部品 ２個（いずれも鉄製とする ）。

 キ　立体マーカー（高さ10センチメートル程度のもの。以下同じ ） 800個程度。

 ク　速度測定装置（センサー２基で構成するもの ） ２式。

 ケ　タイム測定装置（センサー２基で構成するもの ） ２式。

コ　タイム表示装置（上記ケのタイム測定装置により計測した走行タイムを表示す

 ることが可能なもの ） ２式。

 サ　信号センサー １式

シ　信号機 １式（赤色灯火及び青色灯火が縦方向に２列配置され、上記サの信号セ

ンサーにより競技車両を感知した場合、いずれかの１列で青色灯火を点灯したと

 きには、他方の列で赤色灯火が点灯するもの ）。



 ス　８の字小道路旋回コース基準タイム表示板 １枚（別紙２の番号38参照）

 セ　ナローコース基準タイム表示板　１枚（別紙２の番号39参照）

 ソ　回避制動コース指定速度・制動距離表示板 １枚（別紙２の番号40参照）

 タ　ストップランプ確認板 ２枚（別紙２の番号41参照）

 チ　ギア指定区間（３速以上開始）表示板 １枚（別紙２の番号42参照）

  (3)　上記(2)キの立体マーカーは、走路に沿って次に示す間隔で設置する。

なお、立体マーカーは２色とし、走路の外側と内側で立体マーカーの色は異なる

 ように設置すること。

 ア　応用バランスコースの白線上は、0.5メートル程度とする。

 イ　回避制動用コースの白線上は、１メートル程度とする。

、 、 (4)　上記(2)クの速度測定装置及びケのタイム測定装置は 光電式その他の方式により

　　競技車両の走行速度を正確に測定し、又は走行タイムを正確に計測することが可能

 　　なものとする。

　　　なお、光電式以外の方式による場合、上記(2)クの速度測定装置及びケのタイム測

 　　定装置の構成によることを要しない。

 (5)　競技コースを複数列で設定する場合には、前列の競技コースを終了した場所から

後列の競技コースの開始位置までの誘導路の両側に矢印マーカーを５メートル程度

 の間隔で設置する。

 (6)　車両検査所には、担当者が立位又はかがんだ姿勢で競技車両のステップ又はサイ

ドスタンドの底部を検査することが可能な鏡面を備えた装置又はこれと同等の機能

を有する装置を設置する。



 別紙１－２

 

 トライアル走行操縦競技コースの要件

 

 トライアル走行操縦競技コースの設定は、以下のとおりとする。

 １　競技コースの設定

 競技コースの設定については、次の各要素をいずれも満たすものとする。

 なお、競技コースの概要については、別紙１－２別添を参照すること。

  (1)　競技コースの全長はおおむね1,400メートルとすること。

  (2)　競技コースの路面は土とすること。

 (3)　競技コースには、スタート地点、６種類程度のセクション及びゴール地点を設け

 ること。

 　　　なお、最後のセクションの終了位置をゴール地点とみなすことができる。

 (4)　スタート地点には、垂直パイロン２本程度を３メートル程度の間隔で設置し、当

 該垂直パイロンの直近にスタート台１個を設置すること。

 (5)　各セクションには開始位置及び終了位置を設け、セクションの終了位置から次の

セクションの開始位置との間には20メートル程度又はそれ以上の長さを目安として

 間隔を設けること。

 (6)　スタート地点から１つ目のセクションの開始位置との間についても、上記(5)と同

 等の間隔を設けること。

 (7)　各セクションの全長は、下記(8)の障害物の数や難易度に応じて200メートル程度

又は選手が競技車両を使用して当該セクションの開始位置から終了位置までの走行

 に要する時間が50秒程度であることのいずれかを目安とすること。

 (8)　各セクションには、斜面（斜面の高さは10メートルから20メートル程度を目安と

、 。）、 （ 。）、し 斜度は30度から40度程度とする 小山 高さ２メートル程度を目安とする

（ 。）、 、 、 （ 「 」溝 コンクリート製等とする 岩石 大玉石 丸太又はがれき等 以下 障害物

 という ）を３程度又はそれ以上を配置すること。。

 (9)　各セクションの走路は、上記障害物の幅を含め、幅２メートル程度又はそれ以上

 とし、３程度又はそれ以上のカーブを組み合わせること。

  ( )　１つのセクション又は各セクションの走路は、いずれも交差しないこと。10

 ( )　上記(7)のセクションの全長又は所要時間の要件を満たすことができない場合は、11

 上記(8)又は(9)により、当該セクションの難易度を調節すること。

 ２　競技コースの設定資機材等

 (1)　下記(2)の資機材を設置する位置については、石灰を使用して競技コースに表示す

 る。

  (2)　競技コースの設置には、次の資機材を使用する。

 ア　スタート台 １個

 イ　後方確認板 ４枚（別紙２の番号37参照）

 ウ　立体マーカー 1,600個程度

 エ　トライアルセクション表示板 12枚（別紙２の番号43参照）



 オ　トライアル技術ランク表示板 ６枚（別紙２の番号44参照）

 (3)　上記(2)ウの立体マーカーは、走路に沿って１メートルから２メートル程度の間隔

 で設置する。

　　　なお、立体マーカーは２色とし、走路の右側と左側で立体マーカーの色は異なる

 ように設置すること。

 (4)　選手待機所からスタート地点への誘導路及びゴール地点から選手待機所への誘導

路については100メートル程度とし、これらが交差又は近接する場合には杭及びロー

 プ又はテープを使用して示す。　

 (5)　各セクションには、審判員が競技タイムを計測するためのストップウォッチ各１

個とともに、予備のストップウォッチ１個の計７個を準備する。



 別紙１－３

 

 不整地走行操縦競技コースの要件

 

 不整地走行操縦競技コースの設定は、以下のとおりとする。

 １　競技コースの設定

 　　競技コースの設定については、次の各要素をいずれも満たすものとする。

 　　なお、競技コースの概要については、別紙１－３別添を参照すること。

  (1)　競技コースの全長はおおむね1,500メートルとすること。

  (2)　競技コースの路面は土とすること。

  (3)　競技コースには、スタート地点、走路及びゴール地点を設けること。

 (4)　スタート地点には、垂直パイロン２本程度を３メートル程度の間隔で設置し、当

 該垂直パイロンの直近にスタート台１個及びタイム測定装置１基を設置すること。

、 、 、 (5)　走路は 起伏の多い丘陵で 高さ２メートル程度を目安とする小山を１か所程度

高さ２メートル程度を目安とする台形の盛り土部分を１か所程度及びカーブを30か

 所程度有すること。

 (6)　スタート地点及びゴール地点以外で、走路の幅を指定する場合は、1.5メートルか

 ら３メートル程度の間隔でパイロンを設置して指定すること。

 (7)　走路におけるカーブの方向は、走路の端に設置したパイロンに接してパイロンを

 寝かせて設置することにより示すこと。

  (8)　走路は交差させないこと。

 (9)　ゴール地点の前５メートル程度からゴール地点までの間には、垂直パイロン２本

１組とする計10本程度で波形の走路を設置すること。走路の幅は競技車両の車幅に1

0センチメートルを加えた間隔とし、ゴール地点に１組設置して、その地点から遡っ

 て１メートル程度の間隔で残りの４組をそれぞれ設置すること。

  ( )　ゴール地点には、タイム測定装置１基を設置すること。10

 ２　競技コースの設定資機材等

 (1)　下記(2)の資機材を設置する位置については、石灰を使用して競技コースに表示す

 る。

  (2)　競技コースの設置には、次の資機材を使用する。

 　　　なお、オ及びカについては、動作可能な状態とすること。

 ア　スタート台 １個

 イ　後方確認板 ４枚（別紙２の番号37参照）

 ウ　パイロン 110本程度

 エ　垂直パイロン 15本程度

 オ　タイム測定装置（センサー２基で構成するもの ） １式。

カ　タイム表示装置（上記オのタイム測定装置により計測した走行タイムを表示す

 ることが可能なもの ） １式。

 (3)　上記(2)オのタイム測定装置は、光電式その他の方式により、４台以上の競技車両

 の走行タイムを正確に計測することが可能なものとする。



　　　なお、光電式以外の方式による場合、上記(2)オのタイム測定装置の構成によるこ

 とを要しない。

  (4)　選手待機所からスタート地点への誘導路及びゴール地点から選手待機所への誘導

路については100メートル程度として、これらが交差又は近接する場合には杭及びロ

ープ又はテープを使用して示す。



 別紙１－４

 

 傾斜走行操縦（スラローム）競技コースの要件

 

 傾斜走行操縦（スラローム）競技コースの設定は、以下のとおりとする。

 １　競技コースの設定

 競技コースの設定については、次の各要素をいずれも満たすものとする。

 なお、競技コースの概要については、別紙１－４別添を参照すること。

  (1)　競技コースの全長はおおむね2,500メートルとすること。

 (2)　競技コースは、道路交通法施行規則第32条に規定する教習コースの平坦路、Ｓ字

カーブ、直角クランクを使用した走路及び200メートル四方程度のアスファルト舗装

 された平坦な場所とすること。

なお、上記のアスファルト舗装された平坦な場所で、教習コースのＳ字カーブ又

は直角クランクと同等のコースを設置することができるときは、教習コースに換え

 て当該平坦な場所を使用することができる。

  (3)　競技コースには、スタート地点、走路及びゴール地点を設けること。

 (4)　スタート地点には、パイロン２本程度を３メートル程度の間隔で設置し、当該パ

 イロンの直近にスタート台１個及びタイム測定装置１基を設置すること。

 (5)　走路は、立体マーカー、パイロン、垂直パイロン又は矢印マーカーを設置して表

 示すること。

 (6)　走路には、Ｓ字カーブ又は直角クランク２か所程度、パイロンスラローム２か所

程度（１か所につきパイロン４個使用）及びカーブ45か所程度を目安としてカーブ

を設置すること。また、カーブのうち１か所については、ヘアピンカーブとするこ

 と。

 (7)　上記(6)のヘアピンカーブの直前には競技車両の走行速度を減速させるため２本１

組の垂直パイロン５組で、長さ10メートル程度の狭路区間を設置すること。狭路区

間の走路は、競技車両の車幅に10センチメートルを加えた幅とし、スタート地点方

向からヘアピンカーブに向かって１メートルから２メートル程度の間隔で５組を設

 置すること。

 (8)　走路の進行方向は次の方法により示すこと。また、(4)の場合を除き、パイロンの

 手前に進行方向を示す矢印マーカーを設置すること。

ア　走路の端に設置したパイロンに接してパイロンを寝かせて設置することにより

 カーブの方向を示すこと。

イ　走路に三角形にパイロンを設置し、進行方向からみて三角形の頂点に位置する

 パイロンの手前を右折又は左折することを示すこと。

ウ　カーブ等の出口に設置したパイロン又は立体マーカー（以下「パイロン等」と

いう ）から走路の幅を指定しない区間を設置した後にパイロン等を設置して進。

 行方向を示すこと。

 エ　立体マーカーを設置して走路を示すこと。

 (9)　立体マーカーを使用して走路を指定するときは、走路の左右にカーブの半径に応



 じて0.5メートル程度から３メートル程度の間隔で設置すること。

  ( )　走路は交差させないこと。10

 ( )　ゴール地点の前10メートル程度からゴール地点までの間には、垂直パイロン２本11

１組とする計12本程度で波形の走路を設置すること。走路の幅は競技車両の車幅に

10センチメートルを加えた間隔とし、ゴール地点に１組設置して、その地点から遡

 って１メートルから２メートル程度の間隔で残りの５組をそれぞれ設置すること。

  ( )　ゴール地点には、タイム測定装置１基を設置すること。12

 ２　競技コースの設定資機材等

 (1)　下記(2)の資機材を設置する位置については、白色チョークを使用して競技コース

 に白線で表示する。

  (2)　競技コースの設置には、次の資機材を使用する。

 　　　なお、カ及びキについては、動作可能な状態とすること。

 ア　スタート台 １個

 イ　後方確認板 ４枚（別紙２の番号37参照）

 ウ　パイロン 150本程度

 エ　垂直パイロン 25本程度

 オ　立体マーカー 400個から600個程度

 カ　タイム測定装置（センサー２基で構成するもの ） １式。

キ　タイム表示装置（上記カのタイム測定装置により計測した走行タイムを表示す

 ることが可能なもの ） １式。

  (3)　上記(2)オの立体マーカーは、走路に沿って必要な個所に設置する。

　　　なお、立体マーカーは２色とし、走路の右側と左側で立体マーカーの色は異なる

 ように設置する。

 (4)　上記(2)カのタイム測定装置は、光電式その他の方式により、４台以上の競技車両

 の走行タイムを正確に計測することが可能なものとする。

　　　なお、光電式以外の方式による場合、上記(2)カのタイム測定装置の構成によるこ

 とを要しない。

 (5)　車両検査所には、担当者が立位又はかがんだ姿勢で競技車両のステップ又はサイ

ドスタンドの底部を検査することが可能な鏡面を備えた装置又はこれと同等の機能

 を有する装置を設置する。

 (6)　選手待機所からスタート地点への誘導路及びゴール地点から選手待機所への誘導

路については100メートル程度として、これらが交差又は近接する場合にはパイロン

 を使用して示す。
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別紙２

用途 番号 看板名称（内容）
サイズ（㎜）
（縦×横）

文字
表示面

型式等
文字

表示方向
枚数 備考

1 第56回全国白バイ安全運転競技大会会場 1,000×3,000 片面 － 横書 1

2 全国白バイ安全運転競技大会会場 450×1,500 片面 脚付 縦書 1

3 大会事務局 450×1,500 片面 脚付 縦書 1

4 受付場所（矢印付） 450×1,500 片面 脚付 縦書 1

5 選手受付　１部 450×1,500 片面 脚付 縦書 1

6 選手受付　２部 450×1,500 片面 脚付 縦書 1

7 ご来賓受付 450×1,500 片面 脚付 縦書 2

8 ご来賓席 450×1,500 片面 脚付 縦書 1

9 ご来賓・報道関係者席 450×1,500 片面 脚付 縦書 1

10 ご来賓専用駐車場（矢印付） 450×1,500 片面 脚付 縦書 2

11 審判・競技説明会場 450×1,500 片面 脚付 縦書 1

12 開会式会場 450×1,500 片面 脚付 縦書 1

13 閉会式会場 450×1,500 片面 脚付 縦書 1

14 第56回全国白バイ安全運転競技大会開（閉）会式 5,000×800 片面 脚付 横書 1 左側にシンボルマーク、青色ゴシック体で文字を記載。

15 報道関係者受付 450×1,500 片面 脚付 縦書 1

16 歩行者通路 450×1,500 片面 脚付 縦書 4

17 大会会場 450×1,500 片面 脚付 縦書 1

18 駐車禁止 450×1,500 両面 脚付 縦書 24

19 立入禁止 450×1,500 片面 脚付 縦書 7

20 進入禁止 450×1,500 片面 脚付 縦書 3

21 左折禁止 450×1,500 片面 脚付 縦書 4

22 一方通行 450×1,500 片面 脚付 縦書 4

23 横断禁止 450×1,500 片面 脚付 縦書 4

24 第　駐車場 450×1,500 片面 脚付 縦書 9
「第」と「駐」の間には駐車場の番号、駐車場の次に「（一般入場者）」「（ご招待者）」「（警察関係
者）」又は「（警察関係者）」と縦書きで記載。

25 駐車場入口（施設関係者､県警職員､業者関係） 450×1,500 片面 脚付 縦書 1

26 駐車場案内（第　～　）(矢印付) 800×1,500 片面 脚付 縦書 1
上部に楕円様の赤色地に白抜きゴシック体で「駐車場案内」と表示し、一般来場者用駐車場の駐車
場名及び当該駐車場の方向を赤色矢印で表示。
なお、「第」と「駐」の間には駐車場の番号を記載。

27 駐車場案内（第　～　）(矢印付) 450×1,500 片面 脚付 縦書 1
上部に楕円様の赤色地に白抜きゴシック体で「駐車場案内」と表示し、一般来場者用駐車場の駐車
場名及び当該駐車場の方向を赤色矢印で表示。
なお、「第」と「駐」の間には駐車場の番号を記載。

第56回全国白バイ安全運転競技大会設置看板等一覧表

会場案内

交通規制

駐車場案内



用途 番号 看板名称（内容）
サイズ（㎜）
（縦×横）

文字
表示面

型式等
文字

表示方向
枚数 備考

28 不整地走行操縦会場（矢印付） 450×1,500 片面 脚付 縦書 1

29 トライアル会場（矢印付） 450×1,500 片面 脚付 縦書 1

30 競技会場（矢印付） 450×1,500 片面 脚付 縦書 10 「走行」の上部の空欄には、「トライアル」「不整地走行」又は「傾斜走行（スラローム）」を記載。

31 傾斜走行操縦競技会場 450×1,500 片面 脚付 縦書 1

32
会場案内（バランス競技､トライアル競技､モトクロス競
技､スラローム競技）（矢印付）

800×1,500 片面 脚付 縦書 6
上部に赤色地白色ゴシック体で「競技会場案内」と表示し、その下に黒色ゴシック体で競技名、開催
日程（括弧書き）及び赤色矢印（競技会場の方向を示す）の順に記載。

33 会場案内（会場略図による各競技場案内） 3,000×1,500 片面 脚付 横書 4

34 開会式次第 2,000×1,000 片面 CPパネル 縦書 1

35 閉会式次第 2,000×1,000 片面 CPパネル 縦書 1

36 競技説明会次第 2,000×1,000 片面 CPパネル 縦書 1

37 後方確認板 450×450 両面 CPパネル取手付 横書 8 「トラック」「二輪車」「自転車」及び「歩行者」各２枚

38 ８の字小道路旋回コース基準タイム 1,000×1,200 片面 脚付 横書 1

39 ナローコース基準タイム（15～19秒) 1,000×1,200 片面 脚付 横書 1

40 回避制動コース指定速度・制動距離 1,000×1,200 片面 脚付 横書 1

41 ストップランプ確認板 1,000×1,800 片面 脚付 縦書 2 文字の記載なし。

42 ギア指定区間（３速以上開始） 1,000×1,200 片面 脚付 縦書 1

43 トライアルセクション表示板（１IN､0UT～６IN､0UT） 400×300 片面 CPパネル杭付 横書 12 各１枚

44 トライアル技術ランク表示板（A１～２､B１～２､C１～２） 450×450 片面 CPパネル杭付 横書 6 各１枚

45 選手待機所 450×1,500 片面 脚付 縦書 4

46 車両待機所 450×1,500 片面 脚付 縦書 2

47 競技終了車車検場 450×1,500 片面 脚付 縦書 2

48 車検場 450×1,500 片面 脚付 縦書 2

49 第56回全国白バイ安全運転競技大会 2,500×4,000 片面 ３枚１組 横書 １組
上部には白バイ大会のシンボルマーク、当該マークの下に、青色地に白抜きゴシック体で「全国白
バイ安全運転競技大会」と表示。

50 全国白バイ安全運転競技大会 850×8,000 片面 横断幕 横書 1
上部には白バイ大会のシンボルマーク、当該マークの下に、青色地に白抜きゴシック体で「全国白
バイ安全運転競技大会」と表示。

51 一般観客席 450×1,500 片面 脚付 縦書 4

52 弁当引換所 450×1,500 片面 脚付 縦書 1

53 救護所 450×1,500 片面 脚付 縦書 3

注 1

2

3

4

5

（４）Ｎｏ．４８についてはトライアル競技及び不整地競技に設置する。

「型式等」欄に「CPパネル」又は「横断幕」の記載がない看板については、木枠にブリキ板を固定したものを目安とし、「型式等」欄に「脚付」と表示のある看板については転倒等により破損しないものとする。
看板の全体の塗色は白色とし、看板に記載する「看板名称（内容）」の文字は黒色ゴシック体とする。また、１８から２３、２５から２７、及び３２から４４を除き、上部には白バイ大会のシンボルマーク、当該マークの下
に、青色地に白抜きゴシック体で「全国白バイ安全運転競技大会」と表示する。ただし、備考欄に看板に表示する文字等について定めのある場合は備考欄による。

看板に表示した文字、マーク等については、風雨等により色落ち等しないこと。

（２）Ｎｏ．４５～４６については各競技に設置する。

（３）Ｎｏ．４７についてはバランス競技及びスラローム競技に設置する。

その他

合計５３種類１５８枚

競技関係看板については、次により設置する。看板を設置する位置について、警察庁担当者から別途指示がある場合はこれに従うこと。

（１）Ｎｏ．３７～４４については別添１－１及び別添１－２に従って設置する。

競技会場

式次第

競技関係看板



 別紙３

 

 第56回全国白バイ安全運転競技大会の概要

 

 １　日程

  (1)　白バイ大会

 　　○　10月10日（土 （大会１日目））

           10:00 ～ 10:15　開会式

 　　　　　11:00 ～ 12:40　バランス走行操縦競技（男性・女性）

 　　　　　14:30 ～ 15:45　トライアル走行操縦競技（男性）

 　　○　10月11日（日 （大会２日目））

 　　　　　９:30 ～ 10:20　不整地走行操縦競技（男性）

 　　　　　12:00 ～ 14:00　傾斜走行操縦（スラローム）競技（男性・女性）

 　　　　　16:15 ～ 16:30　閉会式

  (2)　現地打合せ会議

 　　○　第１回（本契約締結後、適宜な時期）

 　・　大会実施要綱の説明

 　・　大会開催に向けた検討事項

 　・　競技会場等実査

 　　○　第２回（本大会開催の前月）

 　・　大会概要及び行事進行要領等の説明

 　・　各係の業務進捗状況及び今後の推進計画

 　・　競技会場等実査

  (3)　審判講習・監督会議等（予定）

 　　○　10月７日（水）

 　　　　　15:00 ～ 17:00　審判講習（慣熟走行及び車両整備等）

 　　○　10月８日（木）

 　　　　　９:00 ～ 10:45　審判講習（大会規則及び審判要領の説明）

 　　　　　11:00 ～ 11:30　審判講習（基本動作等の訓練）

 　　　　　12:30 ～ 13:30　審判講習（トライアル走行操縦競技審判訓練）

　　　　　14:00 ～ 17:00　審判講習（不整地走行操縦競技及び傾斜走行操縦（スラロ

 　　　　　　　　　　　　　ーム）競技審判訓練）

 　　○　10月９日（金）

 　　　　　10:30 ～ 12:00　審判講習（バランス走行操縦競技審判訓練）

 　　　　　13:00 ～ 13:30　監督会議

 　　　　　14:00 ～ 14:30　審判打合せ会議 

　　　　　15:00 ～ 16:15　バランス走行操縦競技、傾斜走行操縦（スラローム）競技

 　　　　　　　　　　　　　コース事前確認



 　　　　　

 　　○　10月10日（土）

 　　　　　13:30 ～ 14:00　トライアル走行操縦競技コース事前確認

 　　○　10月11日（日）

 　　　　　８:30 ～ ９:00　不整地走行操縦競技コース事前確認　

 ２　目的

白バイ乗務員の運転技能を向上させ、受傷事故の絶無を期すとともにその士気の高

 揚を図り、もって道路交通の安全の維持に資することを目的とする。

 ３　競技種目

  (1)　バランス走行操縦競技

 ア　競技会場

 バランス競技会場

 イ　競技方法

　　 (ｱ)　スタート地点から１台ずつ発進し、応用バランス、ナローコース及び回避制

 動の順序で競技を行う。

　　 (ｲ)　応用バランスは、パイロンスラローム、８の字コース、狭路走行コース、小

道路旋回コース及びパイロンスラロームで構成され、これらを一連の競技とし

 て指定された時間以内に走行するものとする。

なお、パイロンスラローム（２か所）及び８の字コースの右回り、左回りの

 選択は任意とする。

　　 (ｳ)　ナローコースは、狭路及び渡り板で構成され、指定された時間以内に走行す

 るものとする。

　　 (ｴ)　回避制動は、一定の速度まで加速して直進した後、左方又は右方に分岐する

 回避路の直前で点灯した信号に従って回避路を選択し、指定位置に停止する。

  (2)　トライアル走行操縦競技

 ア　競技会場

 トライアル競技会場

 イ　競技方法

スタート地点から１台ずつ発進し、障害物（斜面、小山、溝、岩石、大玉石、

丸太及びがれき等）で構成された各セクションをコース逸脱、足つき等すること

 なく 指定された時間以内に走行し 最後のセクションの通過をもって終了する、 、 。

競技の開始から終了までの間、スタート地点から最後のセクションの通過まで

 の競技コース内には、１人以上の選手が走行する。

  (3)　不整地走行操縦競技

 ア　競技会場

 　　　　不整地競技会場

 イ　競技方法

スタート地点から１台ずつ発進し、凸凹路やカーブで構成された不整地コース



 を逸脱することなく１周し、ゴールラインの通過をもって終了する。

競技の開始から終了までの間、スタート地点からゴールラインまでの競技コー

 ス内には、４人程度の選手が走行する。

  (4)　傾斜走行操縦（スラローム）競技

 ア　競技会場

 スラローム競技会場

 イ　競技方法

スタート地点から１台ずつ発進し、Ｓ字やクランクの複合曲線等で構成された

コースを逸脱、転倒等することなく１周し、ゴールラインの通過をもって終了す

 る。

競技の開始から終了までの間、スタート地点からゴールラインまでの競技コー

 ス内には、４人程度の選手が走行する。

 ４　参加者数等

  (1)　出場者（選手及び補欠）

 約150人

  (2)　大会運営係員及び審判員

 約300人

  (3)　一般来場者

約5,000人



 別紙３

 

 第55 回全国白バイ安全運転競技大会の概要56

 

 １　日程

  (1)　白バイ大会

 　　○　10月11 日（土 （大会１日目）10 ）

           10:00 ～ 10:15　開会式

 　　　　　11:00 ～ 12:40　バランス走行操縦競技（男性・女性）

 　　　　　14:15  ～ 15:30 　トライアル走行操縦競技（男性）30 45

 　　○　10月12 日（日 （大会２日目）11 ）

 　　　　　９:30 ～ 10:30 　不整地走行操縦競技（男性）20

 　　　　　12:00 ～ 14:00　傾斜走行操縦（スラローム）競技（男性・女性）

 　　　　　16:00  ～ 16:15 　閉会式15 30

  (2)　現地打合せ会議

 　　○　第１回（本契約締結後、適宜な時期）

 　・　大会実施要綱の説明

 　・　大会開催に向けた検討事項

 　・　競技会場等実査

 　　○　第２回（本大会開催の前月）

 　・　大会概要及び行事進行要領等の説明

 　・　各係の業務進捗状況及び今後の推進計画

 　・　競技会場等実査

  (3)　審判講習・監督会議等（予定）

 　　○　10月８ 日（水）７

 　　　　　15:30  ～ 16 :30 　審判講習（慣熟走行 要領説明）00 17 00 及び車両整備等

 　　　　　16:30 ～ 17:30　審判講習（車両整備、慣熟走行）

 　　○　10月９ 日（木）８

　　　　　 9:00 ～ 10:30 　審判講習（大会規則、 審判要領及び基本動作等の９ 45 及び

 説明）

　　　　　11:00 ～ 12 :00 　審判講習（ 傾斜走行操縦（スラロー11 30 基本動作等の訓練

 ム）競技審判訓練）

　　　　　13 :00  ～ 14 :30　審判講習（不整地走行操縦 競技12 30 13 トライアル走行操縦

 審判訓練）

14 不整地走行操縦 及び傾斜走行　　　　　15 :00 ～ 17:00　審判講習（トライアル 競技

 操縦（スラローム）競技審判訓練）

 　　○　10月10 日（金）９

 　　　　　９ :00  ～ 12:00　審判講習（バランス走行操縦競技審判訓練）10 30



 　　　　　13:30  ～ 14 :00 　監督会議00 13 30

 　　　　　14:00 ～ 14:30　審判打合せ会議 

　　　　　15:00 ～ 16:15　バランス走行操縦競技、傾斜走行操縦（スラローム）競技

 　　　　　　　　　　　　　コース事前確認

 　　　　　16:30 ～ 17:00　トライアル走行操縦競技コース事前確認

 　　○　10月10日（土）

 　　　　　13:30 ～ 14:00　トライアル走行操縦競技コース事前確認

 　　○　10月11日（日）

 　　　　　８:30 ～ ９:00　不整地走行操縦競技コース事前確認　

 ２　目的

白バイ乗務員の運転技能を向上させ、受傷事故の絶無を期すとともにその士気の高

 揚を図り、もって道路交通の安全の維持に資することを目的とする。

 ３　競技種目

  (1)　バランス走行操縦競技

 ア　競技会場

 バランス競技会場

 イ　競技方法

　　 (ｱ)　スタート地点から１台ずつ発進し、応用バランス、ナローコース及び回避制

 動の順序で競技を行う。

　　 (ｲ)　応用バランスは、パイロンスラローム、８の字コース、狭路走行コース、小

道路旋回コース及びパイロンスラロームで構成され、これらを一連の競技とし

 て指定された時間以内に走行するものとする。

なお、パイロンスラローム（２か所）及び８の字コースの右回り、左回りの

 選択は任意とする。

　　 (ｳ)　ナローコースは、狭路及び渡り板で構成され、指定された時間以内に走行す

 るものとする。

　　 (ｴ)　回避制動は、一定の速度まで加速して直進した後、左方又は右方に分岐する

 回避路の直前で点灯した信号に従って回避路を選択し、指定位置に停止する。

  (2)　トライアル走行操縦競技

 ア　競技会場

 トライアル競技会場

 イ　競技方法

スタート地点から１台ずつ発進し、障害物（斜面、小山、溝、岩石、大玉石、

丸太及びがれき等）で構成された各セクションをコース逸脱、足つき等すること

 なく 指定された時間以内に走行し 最後のセクションの通過をもって終了する、 、 。

競技の開始から終了までの間、スタート地点から最後のセクションの通過まで

 の競技コース内には、１人以上の選手が走行する。

  (3)　不整地走行操縦競技



 ア　競技会場

 　　　　不整地競技会場

 イ　競技方法

スタート地点から１台ずつ発進し、凸凹路やカーブで構成された不整地コース

 を逸脱することなく１周し、ゴールラインの通過をもって終了する。

競技の開始から終了までの間、スタート地点からゴールラインまでの競技コー

 ス内には、４人程度の選手が走行する。

  (4)　傾斜走行操縦（スラローム）競技

 ア　競技会場

 スラローム競技会場

 イ　競技方法

スタート地点から１台ずつ発進し、Ｓ字やクランクの複合曲線等で構成された

コースを逸脱、転倒等することなく１周し、ゴールラインの通過をもって終了す

 る。

競技の開始から終了までの間、スタート地点からゴールラインまでの競技コー

 ス内には、４人程度の選手が走行する。

 ４　参加者数等

  (1)　出場者（選手及び補欠）

 約150人

  (2)　大会運営係員及び審判員

 約300人

  (3)　一般来場者

約5,000人


